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                建石 良明 

        議  長    森田 忠彦 

４ 欠席委員                
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        総 務 部 長  今川 新八   生活環境課長  浅井 尚和 

        まちづくり推進部長  浅野 達雄   子育て支援課長  小路 展裕 
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        秘 書 課 長  堀内 孝茂   健康増進課長  松井  靖 

        総務政策課長  奥埜 哲生   保険医療課長  子安 逸二 

        財 政 課 長  吉田 雅樹   教育総務課長  池田 貴則 
 
        会 計 管 理 者                 奥野 展久   生涯学習課長  鳥取 勝憲 
        兼 会 計 課 長 

        税 務 課 長  林  達也   学校給食Ｃ所長  冨田 昌彦 

        住民人権課長  米田 正径 

６ 議会事務局  事 務 局 長  上田 周治   書 記  木下 雄平 

７ 傍 聴 者                

８ 会議に付した事件 

（１）議 案 第 ６ 号 平成３１年度太子町一般会計補正予算（第７号） 

（２）議案第１０号 令和２年度太子町一般会計予算 
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午前 ９時３０分 開 会 

○村井委員長 皆さん、おはようございます。 

 予算常任委員会を開催させて頂きましたところ、ご出席頂きましてありがとうござい

ます。 

 会議に先立ちまして、町長より挨拶を受けます。 

○浅野町長 改めまして、おはようございます。それでは、予算常任委員会開会に当たり

まして、一言ご挨拶を申し上げます。 

 委員の皆様方には早朝よりご出席を賜りまして誠にありがとうございます。さて、本

委員会に付託された案件でございますが、議案第６号、平成３１年度太子町一般会計補

正予算（第７号）及び議案第１０号、令和２年度太子町一般会計予算の２件でございま

す。何卒よろしくご審議を頂きまして、ご議決賜りますようお願い申し上げまして、簡

単でございますが、開会のご挨拶とさせて頂きます。 

○村井委員長 本日は、全員出席して頂いておりますので、会議は成立致しました。 

 これより委員会を開会致します。 

 直ちに会議に入ります。 

 今回、本委員会に付託されました案件は、補正予算案件が１件、当初予算案件が１件

でございます。よろしくご審議の程、お願い申し上げます。 

 それでは、議案第６号、平成３１年度太子町一般会計補正予算（第７号）、これを議

題と致します。 

 本件について説明を求める前に、皆様にお諮り致します。内容の説明につきまして、

それぞれ所管の歳入歳出の説明を一括して受け、その後、質疑に入りたいと考えますが、

これにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○村井委員長 ご異議なしと認めます。それでは一括して説明を求めます。 

○今川総務部長 おはようございます。議案第６号、平成３１年度太子町一般会計補正予

算（第７号）について、ご説明申し上げます。 

 補正予算書の１頁をお願い致します。よろしいでしょうか。 

 第１条の歳入歳出予算の補正でございますが、第１項の既定の歳入歳出予算の総額か

ら歳入歳出それぞれ４千３８５万２千円を減額し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ５５
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億４千６８８万８千円とさせて頂くものでございます。 

 第２条では繰越明許費として、４頁のほうをお願いします。 

 第２表、繰越明許費の一覧表にしてまとめております。プレミアム付商品券事業４千

８２０万７千円は、商品券の換金及び換金処理業務等が年度内を超える為、繰越しを行

うというものでございます。又、地域公共交通事業９９６万円は役場前バス停整備工事

が年度内に竣工出来ない為、繰越しを行うというものでございます。加えて、磯長小学

校改修事業３千８０６万９千円はこの度の国の平成３１年度補正予算を活用したトイレ

整備事業が年度内竣工をしない為、繰越しを行うというものでございます。 

 それでは、総務部が所管します補正内容について、ご説明申し上げます。 

 まず、歳出からです。 

 １２頁をお願い致します。 

 ２款の総務費、１項の総務管理費、１目の一般管理費、補正額２０９万８千円の増額。

事業別区分１の職員人件費で１千４６２万９千円の増額。これは職員１名が３月末日で

早期退職することによる退職手当でございます。事業区分６の秘書人事管理事業では１

千３４３万１千円の減額。これはアルバイト職員や非常勤嘱託職員の雇用が当初見込み

より少なかったことや人事給与システム保守を精査したことによるものでございます。 

 １３の基金積立事業、財政課配当分で９０万円の増額。これは既に解散されている山

田子ども会の残余金が山田小学校を通じて本町に寄附の申し出がありましたので、全額

を太子まちづくり「夢」基金に積み立てる為の増額ということになってございます。 

 １０目の企画費、補正額２３６万５千円の減額。これは地域公共交通事業で昨年１２

月期に本格運行を予定されていた金剛バスの利用者に対するもので、７０歳以上の利用

者の外出支援や利用者がバスを乗り継いだ場合の初乗り運賃相当額の助成制度がバスの

運行を延期したことによる不用額でございます。 

 ２項の町税費、１目の税務総務費、補正額１００万円の減額。４の町民税課税業務で、

町民税賦課事務委託において、課税データの入力件数の実績に伴う精査ということにな

ってございます。 

 恐れ入ります。２６頁をお願い致します。 

 １１款の公債費、１項の公債費、２目の利子、補正額３９７万６千円の減額。これは

当初見込みより一時借入金が少なかったことや平成３１年度借入債の借入利率が見込み

より少なかったことによるものでございます。 
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 続きまして、歳入を説明させて頂きます。 

 恐れ入ります。１０頁をお願い致します。 

 １７款の寄附金、１項の寄附金、１目の指定寄附金、補正額９０万円増額。これは先

程歳出でご説明申し上げました山田子ども会からの一般寄附ということになってござい

ます。 

 １８款の繰入金、１項の基金繰入金、１目の財政調整基金繰入金、補正額５千９４２

万９千円の減額。４目の公共施設整備基金繰入金、補正額６２２万円の減額。これらは

歳入充当財源の確定に伴う減額ということになってございます。尚、６号補正後の財政

調整基金の繰入額は予算ベースで４億８千１９５万２千円、基金の見込み残額は１２億

７千２３０万７千円ということになってございます。 

 ２１款の町債費、１項の町債、２目の教育債、補正額２千４６０万円の増額。１節の

学校債で２千３１０万円は中学校改修事業債で３６０万円の増額。これは３１年度の発

行可能額の確定に伴う増額ということになってございます。また、小学校トイレ改修事

業債１千９５０万円の増額。これは国の令和元年度補正予算の補助対象事業となったこ

とから増額を行うというものでございます。２節の保健体育債で１１０万円の増額。こ

れも中学校改修事業債と同様、３１年度の発行可能額が確定に伴うということの増額で

す。これら地方債に係る補正につきましては、５頁に借入限度額の他、借入条件を定め

ております。 

 以上が、総務部が所管します補正予算の内容でございます。 

○横田健康福祉部長 続きまして、私より、健康福祉部が所管致します項目の補正予算内

容について、ご説明を申し上げます。 

 恐れ入ります。補正予算書の１２、１３頁をお願い致します。 

 歳出予算からご説明をさせて頂きます。 

 ３款民生費、１項社会福祉費、２目障がい福祉費、補正額８５０万の増額。事業別区

分の４、障がい者自立支援給付等事業の介護給付・訓練等給付費で５００万円の増額。

これは生活介護及び就労移行支援サービスの利用件数が増加したことによるものでござ

います。次に、事業別区分の５、自立支援利用給付事業の育成医療給付費で３５０万円

の増額。これは給付対象件数が増加したものによるものでございます。 

 次の１４、１５頁をお願い致します。 

 ３目老人福祉費、補正額８２万８千円の減額、事業別区分の４、老人ホーム入所事業
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の養護老人ホーム入所措置費で、年度途中の入所者に対する措置費を計上しておりまし

たが、実績が見込まれないことから減額するものでございます。 

 ４目老人医療助成費、補正額１００万円の減額。事業別区分の１、老人医療費助成事

業の一部負担金助成費で、これは１人当たりの助成が予算編成時の見込みを下回ったこ

と等によるものでございます。 

 ５目重度障がい者医療助成費、補正額９５０万円の減額。事業別区分の１、重度障が

い者医療費助成事業の重度障がい者医療助成費で、これも老人医療費助成事業と同様、

１人当たりの助成が見込みを下回ったこと等によるものでございます。 

 次に、１１目介護保険費、補正額６８万１千円の増額。事業別区分の２、介護保険特

別会計繰出金事業、２８節繰出金１１９万１千円の増額、うち介護給付費繰出金９３万

４千円は保険給付費の増加に伴うそれぞれの法定割合に基づく町負担分、また事務費等

繰出金２５万７千円は介護保険システム改修経費に充当するものでございます。事業別

区分の３、サービス事業で補正額５１万円の減額。介護予防支援負担金で介護予防プラ

ン作成数が当初見込みを下回ったことによるものでございます。 

 次に、１３目後期高齢者医療費、補正額７４７万２千円の増額。事業別区分の１、後

期高齢者医療特別会計繰出金事業のうち、医療給付費等に係る定率負担金で８７１万３

千円の増額。これは平成３０年度分の後期高齢者医療保険の医療給付が確定したことに

伴う定率負担金の精算により、負担金の追加納付の必要が生じたことによるもの、又、

保険基盤安定繰出金、保険料低減分に係る分でございますが、１２４万１千円の減額は

保険料軽減者、主に７割軽減対象者の減少等に伴うものでございます。 

 次の１６、１７頁をお願い致します。 

 ２項児童福祉費、２目児童運営費、補正額２５６万５千円の減額。事業別区分の１、

保育所運営事業の１９節負担金補助及び交付金で、うち保育所入所委託費２７８万５千

円の増額。これは認可外保育所が認可保育所に移行したことに伴う委託費の増加による

ものでございます。保育体制強化事業補助金で１０８万円の減額。これは当該事業の補

助金対象施設を２園と見込んでおりましたが、１園に、又、病児保育事業費補助金で４

２７万円の減額。これも２園実施を見込んでおりましたが、１園になったことによるも

のでございます。 

 次に、３目放課後児童待機、補正額１千２万円の減額。事業別区分の１、放課後児童

会運営事業で、うち７節賃金で９４７万８千円の減額。アルバイト賃金及び非常勤嘱託
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職員賃金で雇用人数や時間延長に伴う賃金の精査によるもの、又、１５節の工事請負費

で５４万２千円の減額は耐震対策等工事費の確定に伴うものでございます。 

 ４目児童福祉費、補正額９０万３千円の減額。事業別区分の５、保育所等巡回支援・

児童個別支援事業を実施する臨床心理士の賃金精査に伴うものでございます。 

 続きまして、４款衛生費、１項保健衛生費、２目健康管理費、補正額８４０万４千円

の減額。事業別区分の１、予防事業で５９０万円の減額。乳幼児等予防接種委託料３２

０万円の減額は出生数が当初見込みより減少したことによるもの、風疹第５期予防接種

委託料１１０万円及び風疹抗体検査委託料１６０万円のそれぞれの減額は、受診者数が

当初見込みより下回ったことによるものでございます。次に、事業別区分の４、健康診

査事業の子宮がん・乳がん検診委託料で７０万円の減額、受診者数が当初見込みを下回

ったことによるものでございます。事業別区分の６、母子保健事業の妊婦健康診査等委

託料で１８０万４千円の減額。これも妊婦数が当初見込みを下回ったことによるもので

ございます。 

 次に、少し頁を飛んで頂きまして、２２、２３頁をお願い致します。 

 ９款教育費、５項幼稚園費、１目幼稚園費。事業別区分の７、私立幼稚園等助成事業

で、私立幼稚園就園奨励金で１２９万９千円の減額。これは昨年１０月から保育の無償

化に伴い当該制度が廃止になったことによるものでございます。 

 続きまして、歳入について、ご説明申し上げます。 

 恐れ入ります。８、９頁をお願い致します。 

 １２款分担金及び負担金、１項負担金、１目民生費負担金、補正額８２万８千円の減

額。老人ホーム入所措置費負担金ですが、歳出予算で説明させて頂きました通り、年度

途中の老人ホーム入所者が発生しなかったことによる減額でございます。 

 １４款国庫支出金、１項国庫負担金、１目民生費国庫負担金、補正額２５０万円の増

額。１節社会福祉費負担金の介護給付・訓練等給付費等負担金で、歳出補正額に伴うも

ので、補助率は事業費の２分の１でございます。 

 ２項国庫補助金、２目民生費国庫補助金、補正額１９６万３千円の減額。２節児童福

祉費補助金のうち、病児保育事業に伴う地域子ども・子育て支援事業交付金で１４２万

３千円の減額。保育体制強化事業に伴う保育対策総合支援事業補助金で５４万円の減額。

歳出補正額に伴うもので、それぞれの補助率は各事業費の３分の１及び２分の１でござ

います。 
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 ３目衛生費国庫補助金、補正額８０万円の減額。１節保健衛生費補助金のうち、風疹

抗体検査に係る疾病予防対策事業費等補助金で８０万円の減額。歳出補正額に伴うもの

で、補助率は事業費の２分の１でございます。 

 次に、１５款府支出金、１項府負担金、１目民生費府負担金、補正額１１９万４千円

の増額。１節社会福祉費負担金のうち、保険基盤安定負担金（保険料軽減分）後期で９

３万１千円の減額。育成医療費負担金で８７万５千円の増額、介護給付・訓練等給付費

等負担金で１２５万円の増額は、この歳出補正額に伴うもので、それぞれの補助率は各

事業費の４分の３、４分の１及び４分の１でございます。 

 ２項府補助金、２目民生費府補助金、補正額６９４万３千円の減額。２節福祉医療費

補助金で５２５万円の減額、うち老人医療費公費負担事業費補助金で５０万円の減額。 

 次の頁をお願い致します。 

 障がい者医療費公費負担事業補助金で４７５万円の減額。歳出補正額に伴うもので、

それぞれの補助率は各事業費の２分の１でございます。 

 次に、３節児童福祉費補助金で１６９万３千円の減額、うち地域子ども子育て支援事

業交付金で１４２万３千円の減額。保育対策総合支援事業補助金で２７万円の減額は、

これも歳出補正額に伴うもので、それぞれの補助率は各事業費の３分の１及び４分１で

ございます。 

 以上で、健康福祉部が所管致します補正予算における項目の内容説明とさせて頂きま

す。 

 以上でございます。 

○浅野まちづくり推進部長 続きまして、まちづくり推進部の事項につきまして、ご説明

を申し上げます。 

 まず、歳出について、ご説明を申し上げます。 

 １２、１３頁をお願い致します。 

 ２款総務費、１項総務管理費、８目防犯対策費、１５節工事請負費、補正額１００万

円の減は事業区分２、防犯灯維持管理事業で要望箇所等をこの設置工事完了に伴い、工

事請負費の精査による減額でございます。 

 飛びまして、１８、１９頁をお願いします。 

 ５款農林水産業費、１項農業費、２目農業総務費、補正額１５０万円の減は、事業区

分３、農業次世代人材投資事業におきまして、申請状況の精査に伴い、１５０万円を減
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額するものでございます。尚、財源であります府支出金につきましても１５０万円を減

額させて頂いております。 

 ６款商工費、１項商工費、３目観光推進費、補正額２００万４千円の減は、事業区分

３、まちづくり観光交流センター等維持管理事業におきまして、観光交流センター清掃

委託料の減額等により５０万４千円の減額を行うものでございます。事業区分４、聖徳

太子没後１４００年事業におきましては、飲食店舗開業補助金の申請状況に伴う精査に

より１５０万円の減額を行うものでございます。 

 ７款土木費、１項道路橋梁費、１目道路橋梁総務費、補正額１１６万円の減は、道路

橋梁総務費のうち、事業区分７、町道老朽化対策事業の委託料で、橋梁長寿命化計画策

定委託料につきましての落札減による１１６万円の減額でございます。 

 ４目まちづくり推進費、補正額７９６万２千円の減は、事業区分２、安心安全まちづ

くり推進事業で崖地近接等危険住宅除去補助金、崖地近接等危険住宅建設補助金、土砂

災害特別警戒区域内住宅補強設計補助金、土砂災害特別警戒区域内の住宅補強工事補助

金、震災対策推進事業補助金のそれぞれの補助事業に関しまして、申請手続の申込状況

に伴う精査により減額補正を行うものでございます。尚、財源でございます国庫補助金、

府補助金につきましても、減額をさせて頂いております。 

 ２０、２１頁をお願い致します。 

 ８款消防費、１項消防費、２目非常備消防費、１３節委託料、補正額９３万９千円の

減額は、消防事務を委託しております富田林市消防本部の本町の負担金等の精算による

ものでございます。 

 次に、歳入につきまして、ご説明を申し上げます。 

 ８、９頁をお願いします。 

 １４款国庫支出金、２項国庫補助金、４目土木費国庫補助金、１節道路橋梁費補助金、

補正額６８万７千円の減。これは橋梁長寿命化計画策定業務の落札減に伴い、社会資本

総合交付金の減額を行うものでございます。 

 ２節まちづくり推進費補助金、補正額３９５万７千円の減。歳出のほうでご説明致し

ました通り、震災対策推進事業補助金、崖地近接等危険住宅除去補助金、崖地近接等危

険住宅建設補助金、土砂災害警戒区域内住宅補強設計補助金、土砂災害警戒区域内住宅

補強工事補助金につきまして、それぞれの各事業の申請状況に伴い、国庫補助金の減額

を行うものでございます。 
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 １０、１１頁をお願い致します。 

 １５款府支出金、２項府補助金、４目農林水産費府補助金、１節農業費補助金１５０

万円の減額は、農業次世代人材投資事業で、申請状況に伴う精査により１５０万円の減

額を行うものでございます。 

 １５款府支出金、２項府補助金、６目土木費府補助金、まちづくり推進費補助金、補

正額１９７万７千円の減は、先程と同様、震災対策推進事業費補助金、崖地近接地等危

険住宅除去補助金、崖地近接等危険住宅建設補助金、土砂災害特別警戒区域内住宅補強

設計補助金、土砂災害特別警戒区域内住宅補強工事補助金それぞれの各事業の申請状況

に伴う府補助金の減額でございます。 

 以上が、まちづくり推進部が所管する補正の内容でございます。 

○田中教育次長 教育委員会所管の補正予算の内容について、ご説明申し上げます。 

 恐れ入ります。２０、２１頁をお願い致します。 

 ９款の教育費、１項の教育総務費、１目の教育委員会費の補正額６８０万円の減額は

何れも年度末を迎えた人件費関係の整備を行うものでございます。事業別区分２の教育

委員会運営事業６３０万円の減額は介助員１名に欠員が生じたこと、又、長期休暇や短

縮授業等により支出が下回ったことにより共済費及び賃金の整理を行うものでございま

す。また、事業別区分５、ＡＬＴ配置事業５０万円の減額については、英語指導助手２

名分の帰国及び赴任等旅費で今年度２名ＡＬＴの交代があったものの、帰国する者がい

なかった為、不用となったことによる減額でございます。 

 ２項の磯長小学校費、１目の学校管理費、補正額３千４９２万２千円の増額は、電気

料及びトイレ改修工事設計業務委託料の減とトイレ改修工事費の増の創設によるもので

ございます。事業別区分４、磯長小学校施設維持管理事業１６０万円の減額については、

事業減に伴う電気料の減額によるものでございます。事業別区分５、磯長小学校改修事

業においては、磯長小学校トイレ改修工事設計業務委託料の落札減による１５４万７千

円の減額と磯長小学校トイレ改修工事請負費の３千８０６万９千円の増額、磯長小学校

トイレ改修工事はこの度、国の１２月補正に伴う学校施設環境改善交付金の前倒し採択

を受けたことにより補正を行うもので、繰越明許により令和２年度に事業実施するもの

でございます。 

 ２２、２３頁をお願い致します。 

 ３項の磯長小学校費、１目の学校管理費、補正額２２３万９千円の減額。維持費に係
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る電気料金とトイレ改修工事設計業務委託の落札減によるものでございます。事業別区

分４、山田小学校施設維持管理事業では、需要減に伴う電気料の不用額として１１０万

円の減とするものでございます。事業別区分５、山田小学校改修事業の１１３万９千円

の減は、トイレ改修工事設計業務委託料の落札減によるものでございます。 

 ４項の中学校費、１目の学校管理費、補正額１千８５４万９千円の減額の主な要因は、

防球ネット補修工事請負費、トイレ改修工事設計業務委託料、大規模改修工事請負費の

落札減等によるものでございます。事業別区分４、中学校施設維持管理事業の１３０万

円の減は、需要減に伴う電気料の減によるものでございます。事業別区分５、中学校改

修事業の１千６５０万９千円の減は、トイレ改修工事設計業務委託料の落札減９０万２

千円、大規模改修工事請負費の落札減１千５６０万７千円によるものでございます。 

 ５項の幼稚園費、１目の幼稚園費、事業別区分６の預かり保育事業補正額１５０万円

の減は、預かり保育の業者が当初見込みにより下回ったことによりアルバイト賃金の減

額によるものでございます。 

 ２４、２５頁をお願い致します。 

 ７項の保健体育費、１目の保育体育総務費、補正額１６０万円の減額については、事

業別区分１、スポーツ公園運営事業において総合体育館に勤務するアルバイト職員及び

非常勤嘱託職員の賃金の精査に伴う減額でございます。 

 ２目の体育施設費、補正額３５６万５千円の減額については、事業別区分１、総合ス

ポーツ公園維持管理事業において、新電力との契約で使用料単価が下がったことによる

電気料の減額と体育館の清掃業務及び屋外トイレ改修工事設計業務の各委託料並びに総

合体育館空調設備改修工事費の落札に伴う減額でございます。尚、財源については新た

に地方債が１１０万円追加され、その後、その他、繰入金及び一般財源を減額しており

ます。 

 ３目の学校給食費、補正額５７４万７千円の減額は、事業別区分２、学校給食運営事

業においては調理等委託業務の更新に伴う契約内容の変更の為の消耗品費が減少したこ

とにより減額補正をするものでございます。３、学校給食センター維持管理事業におい

ては、学校給食センター清掃委託料及び改修工事請負費について入札における落札減が

発生したことが主な要因でございます。 

 ８項の文化財保護費、１目の文化財保護費、補正額１１０万円の減額については、事

業別区分３、国指定史跡二子塚古墳保存事業における確認調査業務の史跡内外に計２ケ



－１０９－ 

所を予定しておりましたが、史跡内の調査を優先し、史跡外の試掘調査についてはガイ

ダンス施設等の場所等が確定した後に行うべきという検討委員会の意見に基づき、実施

時期を次年度以降としたことによる減額でございます。 

 続きまして、歳入のほうを説明させて頂きます。 

 恐れ入ります。８頁、９頁に戻ってください。 

 １４款国庫支出金、２項国庫補助金、６目の教育費国庫補助金で、補正額１千１２５

万８千円は、これは磯長小学校のトイレ改修工事に伴う学校施設環境改善交付金の増に

よるものでございます。 

 以上で、平成３１年度太子町一般会計補正予算（第７号）の歳出歳入の全ての説明と

させて頂きます。何卒よろしくご審議の上、ご議決賜りますようよろしくお願い致しま

す。 

○村井委員長 只今、歳出歳入について説明がありました。 

 これより質疑に入ります。 

 質疑ございませんか。 

○建石委員 ちょっと聞かせてほしいんですけど、１９頁、土木費の中で２０いくつで、

崖地近接とか崖地の住宅フェンス補助というのがあるんですけれども、これ、２年度の

予算対比すると、殆ど申請がなかったのかどうかしらん、殆ど減っていない、これは住

民さんはこんな制度というのは知っているのかどうかをお聞きしたいんですが。 

○小角地域整備課長 今ご指摘頂きました補助金の関係なんですけれども、住民さんに関

しましては、広報で年２回、もしくは年１回の広報を出して説明しているということと、

あとホームページに掲載したという手法です。ただ、確かに問い合わせもかなり少ない

現状でありますので、何がしか手法を考えて、トライというか、広報する方法を考えな

きゃいけないかなというふうに現在考えております。 

○建石委員 この制度的には国費も結構入っているので、出来たら、使えと言っちゃ悪い

けれども、そういうふうな危険な場所だから、今後のことも考えながら、住民さんにあ

る程度周知していったほうがいいかなと思いますので、よろしく。 

○村井委員長 他にございませんか。 

○阪口委員 同じ１９頁なんですけれども、農業次世代人材投資事業。若い方に農業に参

画してもらうということで、非常に期待もしているんですけれども、なかなかこれを活

用される方はおられないようなんですけど、そういう中で、若干年齢が確か上げられた
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と思うんですけれども、それも含めて、今、問合せ状況とか、今、活用はゼロですけど、

問合せ状況とかその辺はあるんでしょうか。どうなっているんでしょうか。 

○西本観光産業課長 農業次世代人材投資事業のご質問でございます。 

 年齢は４５歳未満から５０歳未満の、これ、国の制度でございますので、国のほうで

上げられました。問合せ状況でございます。昨年１２月頃ですか、町内のあるご夫婦の

方からこの制度について教えてほしいということで、お問合せを受けております。年齢

が当然５０歳にいかない方でございまして、この制度を活用して、町内の中で農耕を営

んでいきたいというふうな問合せでございます。あと、大阪府の農と緑ともこの事業に

関しまして、連携を取っておりまして、大阪府のほうからも直接私どもこの太子町では

なくて、府の農と緑のほうに相談に行かれる住民の方がおられます。そこからも、１件、

２件ほど、ご紹介といいますか、町内で営農を考えているんだという方のご相談等は受

けております。 

 以上でございます。 

○阪口委員 引き続き、是非従事される方が出来るようによろしくお願いします。 

○羽山委員 同じ１９頁の飲食店開業７５０万円。利用状況が全然ない、今まではないと

いうことで今度出来る、そこへまた考えてはるんだと思うんですけれども、この事業が

何でその飲食店をしはる人がそんなに少ないんやというのを検証されているんでしょう

か。もうちょっと、規制緩和というのか、沿道に対して、竹内街道ですか、と聖徳太子

の御廟の近所しか駄目やということではなしに、もうちょっと規制緩和して、何かの方

法で飲食店等、観光産業に資するお店が出来るようなことはないでしょうか。 

○西本観光産業課長 飲食店舗開業補助金の制度のご質問でございます。この制度はちょ

うど１年前に、平成３１年度に作らせて頂いた制度でございます。今、委員からもあり

ましたように、地域を限定しております。竹内街道沿いと駅の周辺。こちらにつきまし

ては、観光というサイドから来訪者の方が町内に来られても、お昼を取って頂くような

場所がちょっと少ないというふうないろんなご意見を頂きまして、作って参りました制

度でございます。この期間を５年間の限定としておりまして、私としましては、作って

ちょうど１年間ちょっととしておりますが、まだこれからの制度でございますので、当

初の趣旨に基づきまして、今しばらくはそういう当初からあった飲食店が少ないという

ふうなところを中心にこの制度を活用していきたいなというふうには思っているところ

でございます。 
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○村井委員長 他にございませんか。 

○本委員 太子町観光案内所整備事業の件でお尋ねしたいんですが、先般、３月４日、

全員協議会の時のお話の中で、物件補償費に関しての予算、３１年度の予算で組み込む

という話だった思うんですが、これは予備費から捻出されるものなんでしょうか。 

○西本観光産業課長 予備費からではございません。観光事業費の中で、落札減等で委託

料の中でございますので、そちらから流用を考えてございます。 

○本委員 額はいくらぐらい残っているんでしょうか。 

○西本観光産業課長 落札業務で、ちょっと今、手元に詳細資料ございませんので、約３

５０万円程度だったかと思うんですけどね。 

○村井委員長 他にございませんか。 

○寺町委員 １７頁なんですけれども、予防事業に関しまして、委託料が減額、勿論対象

者に通知は十分されていると思っておるんですけれども、今回、我々もマスクをしなが

ら会議を行っているんですけれども、コロナ検査の関連的なものがちょっと提示されて

いないので、そこのところの考え方をちょっと教えて頂けたらと思いまして。 

○松井健康増進課長 予防事業の中でのコロナ検査の事業費ということの質問かと存じま

す。今回、発生しております新型コロナウイルスは新たな未知のウイルスということで、

国のほうが一括管理をされております。検査を受けるに当たって、まだそのワクチン等

がないと、薬も確実に効く薬がないという中で、予防接種による予防は出来ないという

ところでございます。それと、コロナウイルスの検査なんですけれども、先日、全協の

ほうでも説明はさせて頂いたかと思うんですが、発熱がある、それが長時間続く、又、

肺炎症状を呈している、そういう方は感染症の予防センターのほうに電話をして頂いて、

それが太子町であれば、富田林保健所になります。そちらのほうに電話して頂いて、感

染症外来のほうを紹介して頂くと。その特定された感染症外来のほうで診察を受けて、

疑いがある方についてはそこで検体を採取し、検査センターのほうに検体が送られて、

コロナの検査がされるというふうな形になっています。市町村につきましては、コロナ

検査について、一切関知出来ないというような状況になっております。 

 以上でございます。 

○寺町委員 万が一保健所のご紹介ということで、行かれて、それに検査に対する患者さ

んの負担的なものの数字的なものはもう示されているんですか。 

○松井健康増進課長 負担額のことかと思います。コロナウイルスの検査をまず感染症相
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談センターのほうで発熱外来を受けて頂くかどうかということを精査しますので、発熱

外来を受けて、検査をするに当たりましては、無料という形になっています。全て国庫

負担になっております。 

○村井委員長 他にございませんか。 

○西田委員 先程の本委員の質問にもちょっと関係するんですけれども、だから９月議

会で予算がついたのは１千４０万３千円、１２月議会で１千１１万２千円、そのお金の

残った分を使って、今回、物件補償費を充ててやるということですか。 

○西本観光産業課長 はい、おっしゃる通りでございます。 

○西田委員 この問題はこの間、すごく議論になってきたのを買い方、売り方が変わった

からというて、私、物件補償費をつけなくていいんですかと聞いたら、いや、これはい

いんですみたいことで進めてきたのに、ここに来て、要るんやと。補正予算にも間に合

わなかったということでしょう。加えて書いてやったらいいのに、なくて、いや、もう

その余りでしますという、こういう出し方でいいんですか。 

○浅野まちづくり推進部長 前回の全協でもご説明申し上げましたように、当初、町のほ

うの計画では当該土地の建物につきましては、その状態で購入をし、それを再利用とい

うような形で考えておりました。その場合において、所有者から建物の価値というもの

はそんなに上がっていないよというような状況の中で、物件補償費というのをつけてな

かったということでございます。交渉の経緯の中で申し上げましたように、建物につい

ては、再利用からもう取り壊して新たにつけるという方針に変わりました。それで、う

ちのほうの用地につきましては、更地での単価を鑑定しておりまして、それに伴って、

当然、その建物についての除去というか、除却というか、解体というか、そういう行為

が発生すると。それが発生した場合に本来である用地交渉の基本的な考えに基づいて、

手続をさせて頂いたということでございます。 

 それと、この金額について、補正というのが本来の形ではないのかという、そういう

のも当然、そうかと思いますけれども、先程課長が申し上げましたように、当該事業の

中での委託料からの補償費になるんですかね。ここの予算のつけ替えということで流用

処理というような形で処理をさせて頂いたところでございます。 

○西田委員 予算の分け方として間違っていないというのが分かれば、それはそれでいい

んですけれども、でもこういうふうに二転三転するというので、出だしは再利用するつ

もりだったというところに間違いがあったということですね。 
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○浅野まちづくり推進部長 再利用することであったというところの考え方ではなくて、

再利用するということが出来なかったという意味で言うたら、間違いという指摘を受け

るかもわかりません。 

○西田委員 安い買物ではないので、そこは見極めてやっていれば、こういった流用等と

いう形もせずに済んだと思いますし、これ、当初予算に関わってくるので、少し行き当

たりばったりになったんやなというふうに感じております。 

 他の質問で、この病児保育事業補助金、これもなかなか病院に体制が取れたらいいん

ですけれども、働いてくれる人がいて初めてのことなので、これ、太子町としても手助

けとか、今後出来ないんですか。 

○小路子育て支援課長 病児保育の関係なんですけれども、先程、委員のほうがおっしゃ

ったように、一応、園のほうでは１園が町の予算でやっております。もう１園のほうに

つきましては、まだ未実施の形になっており、これにつきましては、施設及び看護師の

体制が整わなかったという形になっておりますので、実施が出来ておりません。今後、

それについても未実施の保育園について出来るように、実施に向けて検討して頂くよう

に働きかけておりますけれども、どうぞまだ何分看護師とか体制が整わないので、申し

訳ないんですけれども、そちらのほうから、また園のほうへ要請のほうをさせて頂いて

いますので、よろしくお願いします。 

○西田委員 民間ではありますけれども、太子町のどっちもの保育園は太子町で公的に近

い働きをしてくださっていると思うんです。保育士さんはどこでも見つかりにくい。そ

こに看護師さんの資格まで持っているとなるとなかなか難しいと思いますので、太子町

も園の努力を待つだけではなくて、町としてもちょっと乗り出して頂きたいと思います

ので、よろしくお願いします。 

○村井委員長 続けて、どうぞ。 

○西田委員 では、学校の電気代がみんな減なんですけれど、それはエアコンの未使用が

大きかったから減という形になるんですか。 

○池田教育総務課長 電気料の件でございますけれども、特に大きなのは、新電力の導入

による単価の減、それから併せて学校のほうでのエアコンを設置させて頂きましたけれ

ども、そちらのほうの節電に取り組んで頂いた結果だということを考えております。 

○西田委員 エアコンですけれども、子どもさんもすごく喜んでいて、本当に太子町なら

ではの早々とつけてもらってよかったなと思っているんですけれども、場所にもよるん
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でしょうけれども、よく冷える所とちょっと冷えていない所もあって、どうしても冷え

ている所に座っているお子さんは寒いらしいんです。そうだね、片一方では暑いとして

いたら、もうこれ以上温度を上げたとは言われへんと思うんですが、そういう状況があ

る中、制服やないですか。中学校は夏服、冬服の切替えがあると思うんですけれども、

小学校はうちの子なんかも冬でも半袖で過ごしたりとか、一応基準はありますけれども、

その時々に合わせていたと思うんですが、夏は上着を着てはいけないということになっ

ているんですか。 

○池田教育総務課長 特に夏は上着を着るなとかいう指導は致しておらないと思います。

むしろおっしゃる通り、教室によっては場所によって暑い寒いはあると思いますので、

それは上着を着用するなり、どうも対策で学級学級で対応して頂いていることとは考え

てございます。 

○西田委員 又、調べて頂いたらいいんですけれども、山田小学校のほうからこういった

話しが保護者のほうから入っているんですが、そういうちょっと調整したいと思うけど、

夏場は着ては駄目ということで、ちょっと寒い思いをしていますというような話も聞い

ていますので、またそういうふうに体温調節を自分でしたらいいんやということは伝え

て頂けたらなと思いますので、よろしくお願いします。 

○村井委員長 続けて、お願いします。 

○西田委員 公共交通のバス停なんですが、工事は出来なかったんでしたね。だから、繰

越明許ということなんですが、なぜ出来なかったんですか。 

○奥埜総務政策課長 繰越明許という形で今回、補正予算で上げさせて頂いております。

当初、本工事につきましては、年度内完了を目途にさせて頂いておりました。その中で

１月２７日に、当初、入札を行ったところでございます。この中では年度内完了という

ことで予定を組んだところでございますけれども、その中でバス停のほうに設置する上

屋、こちらのほうは当初より受注生産ということでこちらのほうも確認はしておったと

ころでございます。またメーカーからのほうから確認した内容で１ケ月半程度受注生産

でありますけれども、実は１ケ月半程度で生産のほうは出来るということで、ぎりぎり

にはなるかというふうには考えておったんですけれども、年度内完了が出来るものとい

うことで想定しておったところでございますけれども、入札、指名業者のほうから資材

調達機関がどうしても難しいというようなところで、指名業者１１者中１０者が辞退と

いうようなところで、１者のみというようなところで、本町の入札の規定から入札執行、
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成立はしなかったというようなこととなったところでございます。 

 このようなことから、今回、繰越明許という形でさせて頂きまして、次年度、工事着

工、また完了というような形で６月までには間に合わすような形で 終完了を目指して

実施して参りたいというようなことで、補正予算として繰越明許を上げさせて頂いたと

ころでございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。 

○西田委員 このバス停が出来なければ、役場前のバス停は作られへんかったんですね。

これだけ遅れていた。どことなく、公共交通の遅れが公共交通会議の中で聞いていると、

聖和台でちょっと遅れたことがすごく原因であるかのように言っているんですが、それ

だけで当初年度内にはというのが年度初めにはということになって、この６月になった

という、聖和台のせいだけではないということですね。 

○奥埜総務政策課長 それまでの聖和台でのバス停の調整、又、各地区での説明会、こち

らのほうがかなり後ろのほうに押したこと、又、加えまして、役場前のバス停の安全対

策の部分につきまして、当初、所轄警察も含めて、一定、可能なものという形での案を

調整したところでございますけれども、再度、 終協議の中で若干そこでの安全対策が

更に変更、修正が必要になって参ります。そういったことから、工事の発注時期、こう

いった部分も後ろへというような形でなったところでございます。こういった部分につ

きましては、なかなか当初想定出来なかったというようなところもございましたけれど

も、こちらのご協力ということにつきましては、本当に申し訳ないということで、今回、

補正予算のほうをよろしくお願い致します。 

○村井委員長 他にございませんか。 

○寺町委員 すみません。ちょっと教えてほしいんですけど、２５頁の二子塚の件なんで

すけれども、これでもう整理事業はちゃんと工事が完了したということでの精算で減額

の数字が示されているんですけれども、これで終わりなんですか。 

○鳥取生涯学習課長 今回の補正で上げさせて頂いた分はあくまで確認調査の２ケ所と言

ってやつを１つにしたというだけでございます。ですので、来年度から実施設計から再

来年度の工事着工と、先まで、完了まではまだちょっと時間がかかるような予定でござ

います。 

○寺町委員 お話で説明を聞きながら、観光的なコースになるなという楽しみもあったり

して、いつ頃完了するのかなとか、もうこれで終わったのかなとかいうようなちょっと

イメージを受けてしまったんで申し訳ございません。出来たら駐輪場、駐車場も整備さ
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れるということで、減額が出来るような状況になっているのかどうか、ちょっと懸念し

ましたので、質問しました。よろしくお願いしておきます。 

○村井委員長 他にございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○村井委員長 ないようでございますので、質疑を終わります。 

 討論に入ります。 

 討論ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○村井委員長 ないようでございますので、討論を終わります。 

 お諮り致します。 

 議案第６号を原案通り可決することにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○村井委員長 議案第６号、平成３１年度太子町一般会計補正予算（第７号）は、原案通

り可決することに決しました。 

 それでは、ここで暫時休憩と致します。 

午前１０時２９分 休 憩 

                                        

午前１０時４５分 再 開 

○村井委員長 それでは、再開致します。 

 議案第１０号、令和２年度太子町一般会計予算、これを議題と致します。 

 本件について説明を求める前に皆様にお諮り致します。 

 内容の説明について、予算の概要及び所管ごとに歳入歳出の説明を受け、質疑を行い

ます。全ての説明と質疑が終了した後に討論、採決を行いたいと思いますが、これにご

異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○村井委員長 ないようでございますので、順次、説明を求めます。 

 それではまず、予算の概要及び総務部関係の歳入歳出について、説明を求めます。 

○今川総務部長 それでは、議案第１０号、令和２年度一般会計当初予算のご説明を申し

上げます。 

 まず、この度の予算は来月４月の町長選挙を控えていることから、人件費、扶助費、
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公債費等の義務的経費及びこれに準ずるものについては、年間所要見込額を計上させて

頂いております。また、骨格予算とはいえ、行政に停滞は許されないことから、福祉、

医療、安全対策、教育等の住民生活に直結する経費や新年度早期に執行を要する経費に

ついては、新規事業を含めて当初予算にて措置を行っております。更には、前年度から

の継続事業である地域公共交通事業、観光まちづくり拠点整備事業及び総合スポーツ公

園トイレ改修事業、又、継続的な普通建設事業等の経費につきましても計上させて頂い

ておりますので、その点、ご理解のほどをよろしくお願い申し上げます。 

 それでは、予算の概要につきまして、お手元の資料の附属説明資料にてご説明を申し

上げます。 

 よろしいでしょうか。附属説明資料の１頁をお願い致します。 

 第１表、財政規模比較表は各会計別の予算額を記載しております。一般会計の予算総

額は５０億８千４９８万７千円で、前年度に比べ２億１８２万３千円、３.８％の減額

の予算規模としております。 

 次に、国民健康保険特別会計を始め、５つの特別会計予算の総額は３０億１３８万８

千円で、前年度に比べ３億６千２７６万円、１０.８％の減額予算としております。 

 また、今回、下水道事業会計において、これまで官公庁会計（特別会計）から地方公

営企業法の財務規定等を適用した公営企業会計へ移行することとしました。 

 ２頁のほうをお願い致します。 

 第２表、歳入予算額の対前年度比較表でございますが、予算の歳入の根幹を成す１の

町税は、前年度に比べ１千７００万円、１.２％増の１４億２千６１０万円を見込んで

おります。 

 この町税の内訳でございますが、右の頁、３頁のほうに第３表、町税予算額の状況の

一覧表をご覧ください。 

 １の町民税は、６億９千２４０万円と前年度に比べ１千５７０万円、２.３％増を見

込んでおります。これは個人、法人とも、前年度決算見込みを考慮して算定したもので

ございます。 

 ２の固定資産税は、大きな開発等や評価替えの年回りでないことから大幅な増減はな

く、前年度に比べ３３０万円、０.６％増額の５億１千９１０万円を見込んでおります。 

 ３の軽自動車税では４千９０万円と前年度に比べ５６０万円、１５.９％増額を見込

んでおります。令和２年度より、税制改正に伴い、予算科目の目において、従来の軽自
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動車税を種別割に名称の変更を行っております。この種別割につきましては、平成２８

年度から税制改正の影響により、前年度に比べ２８０万円、７.９％増額の３千８１０

万円を見込んでおります。また、前年度に創設されました環境性能割では２８０万円を

見込み、計上させて頂いております。 

 ４の市町村たばこ税では、前年度決算見込みを考慮し７６０万円、４.２％減額の１

億７千３３０万円を見込んで計上させて頂いております。 

 左側の頁に戻って頂きまして、２の地方譲与税から２２の町債までにつきましては、

後程予算書の事項別明細書により説明をさせて頂くこととし、表の下段に記載の財源比

率でございますが、自主財源が４０.４％、依存財源が５９.６％ということになってご

ざいます。 

 次に、恐れ入ります。５頁をお願い致します。 

 第５表、性質別分類表でございますが、義務的経費で２７億６０２万円、前年度に比

べ２億１千１３１万円、８.５％の増。１の人件費１２億５千１８９万３千円は、前年

度に比べ１億３千５６７万６千円、１２.２％の増。これは今年４月から開始する会計

年度任用職員制度の関係経費や各種報酬の増等によるものでございます。 

 ２の扶助費１０億１千８７３万４千円は、前年度に比べ８千５万６千円、８.５％の

増。これは介護給付・訓練等給付費や保育所入所委託費等の増によるものでございます。 

 ３の公債費４億３千５３９万３千円は、前年度に比べ４４２万２千円、１％の減。 

 ４の物件費８億６千１２０万６千円は、前年度に比べ１億６千７８６万３千円、１６.

３％の減。これは主には、会計年度任用職員制度発足による予算区分の７節の賃金の科

目が廃止されたことによる影響でございます。 

 ５の補助費等５億６千２５４万６千円は、前年度に比べ１千３７８万５千円、２.

４％の減。これは主には、病児保育事業補助金や多子世帯保育料等助成金の減等による

ものでございます。 

 ６の投資的経費は、中学校大規模改修や生涯学習施設等整備事業や国指定史跡二子塚

古墳整備事業等の減により、前年度に比べ２億７千７４３万２千円、６３％減の１億６

千３０２万５千円。 

 ７のその他は、７億９千２１９万円、前年度に比べ４千５９４万７千円、６.２％の

増ということになってございます。 

 次頁の６頁には、第６表として、報酬の状況として、議会議員を始め、各種委員等の
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報酬の一覧表を表にしてまとめてございます。 

 ８頁をお願い致します。 

 第７表、地方消費税交付金（社会保障財源化分）充当表には、社会福祉、社会保険、

保健衛生の各事業への交付金の充当先を記載させて頂いております。 

 附属説明資料につきましては、以上でございます。 

 続きまして、予算の説明に入らせて頂きます。 

 予算書の１頁をお願い致します。 

 第１条で、歳入歳出予算の総額を５０億８千４９８万７千円と定め、第２条では債務

負担行為を、第３条では地方債を定めております。これら内訳として、それぞれ６頁、

７頁に内訳を一覧表にして添付させて頂いております。６頁ですね。６頁の第２表、債

務負担行為では、令和３年度課税業務委託事業の他、２つの事業とそれぞれの債務負担

の期間及び限度額を定めさせて頂いております。 

 ７頁の第３表の地方債では、町道老朽化対策事業、総合スポーツ公園改修事業債と臨

時財政対策債、それぞれの借入限度額及び借入条件を定めさせて頂いております。 

 それでは、８頁のほうをお願い致します。 

 歳入歳出予算事項別明細書でございます。 

 ２款の地方譲与税から１２款の交通安全対策特別交付金までは、平成３１年度の決算

見込み及び今回国が示す令和２年度の地方財政計画等を踏まえ、それぞれの見込額を計

上させて頂いております。 

 ４款の配当割交付金及び５款の株式等譲渡所得割交付金は、株式市場の影響により、

配当割交付金は前年度に比べ１００万円増の１千１００万円、株式等譲渡所得割交付金

は１００万円増の９００万円を計上させて頂いております。 

 ６款の法人事業税交付金につきましては、法人市町村民税の減収を埋める為、法人事

業税・都道府県税の一部を市町村に交付する法人事業税交付金が令和元年１０月から創

設されたもので、皆増の１００万円を計上させて頂いております。 

 ７款の地方消費税交付金は、前年度に比べ５千９００万円増の２億６千５００万円を

計上させて頂いております。 

 ８款のゴルフ場利用税交付金は、前年度と同額の２千４００万円を計上させて頂いて

おります。 

 次の９款環境性能割交付金は、新設科目を設けて６００万円を計上させて頂いており
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ます。 

 １０款の地方特例交付金は、前年度と比べ１００万円増の１千万円を計上させて頂い

ております。 

 １１款の地方交付税は、地方財政計画に基づき、前年度と比べ６千万円増の１４億８

千万円を計上させて頂いております。内訳としましては、普通交付税で１３億円、特別

地方交付税で１億８千万円を計上させて頂いております。 

 １２款の交通安全対策交付金は、前年度と同額の３００万円を計上させて頂いており

ます。 

 １３款の分担金及び負担金は、保育所入所委託費利用者負担金の増等により、前年度

に比べ１２万６千円増の４千７１９万円を計上させて頂いております。 

 １４款の使用料及び手数料は、地域公共交通運行バス使用料の皆増等により、前年度

に比べ６５万２千円増の６千６９７万４千円を計上させて頂いております。 

 １５款の国庫支出金は、プレミアム付商品券事務費補助金や学校施設環境改善交付金、

史跡等購入費補助金の皆減等により、前年度と比べ４千２６５万９千円減の５億４千５

２５万３千円を計上致しております。 

 １６款の府支出金は、国・府選挙関係で皆減となったものの、保育所入所委託費負担

金や新子育て支援交付金の増等により、前年度と比べ９１６万６千円増の４億３千４５

１万円を計上させて頂いております。 

 １７款の財産収入は、基金の定期利息が下がったことにより、前年度に比べ２２０万

３千円減の２７４万９千円を計上させて頂いております。 

 １８款の寄附金は、ふるさと太子応援基金寄附金の減を見込んだことにより、前年度

に比べ３００万円減の５００万円を計上させて頂いております。 

 １９款の繰入金は、前年度と比べ１億６千４２３万９千円減の４億６千７６８万６千

円を計上しており、うち財政調整基金からの繰入金は前年度に比べ２７６万１千円減の

４億５千８５８万６千円を計上致しております。 

 ２０款の繰越金は、前年度と同額の１千万円を計上致しております。 

 ２１款の諸収入は、聖徳太子没後１４００年事業の充当財源として、大阪府町村長会

町村振興共済事業負担金、又、全国町村総合賠償保険等の保険金等の増により、前年度

に比べ２５６万７千円増の３千３５万８千円を計上致しております。 

 ２２款の町債は、総合スポーツ公園改修事業債等で増となったものの、太井川改修事
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業債や中学校改修事業債、臨時財政対策債等の減により、前年度に比べ１億３千９８０

万円減の２億１６０万円を計上させて頂いております。 

 それでは、３６頁、３７頁の右の頁をお願いします。 

 それでは続きまして、歳出のご説明を申し上げます。 

 １款の議会費、１項の議会費、１目の議会費、予算額９千４８９万７千円、前年度に

比べ２３１万２千円の減額。尚、事業別区分の職員人件費につきましては、各所管の予

算科目の冒頭にも記載しておりますが、職員人件費の詳細につきましては、予算書の１

６５頁から１６９頁のほうに給与費明細書を記載しております。又、令和２年度より会

計年度任用職員制度の導入に伴いまして、各所管の事業ごとの予算科目にも掲載をして

おりますが、会計年度任用職員に係る人件費も給与費明細書に記載しておりますので、

後程ご覧頂き、説明はこの場では省略させて頂きますので、その点、ご理解のほどをよ

ろしくお願い申し上げます。 

 ２の議会運営費事業７千８８８万７千円は、議員報酬や会議録作成業務委託料及び政

務活動費等の経費を計上致しております。 

 ２目の議会広報費、予算額８８万８千円、前年度に比べて８千円の増。議会だより、

年５回の発行を予定致しております。 

 ２款の総務費、１項総務管理費、１目の一般管理費、予算額３億３千６０万１千円、

前年度に比べ１億１千１５８万５千円の減額。主な減額の理由と致しましては、職員手

当で定年退職者の前年度比較による退職手当の減によるものでございます。 

 ３９頁をお願い致します。 

 事業別区分の２の職員研修事業２０４万８千円は、令和２年度職員研修計画に基づく

研修実施に係る委託料や南河内郡町村職員研修協議会負担金等でございます。 

 ３の衛生委員会事業１６万４千円は、労働安全衛生法に基づく衛生委員会の運営に係

る経費で、産業医の報酬等を計上させて頂いております。 

 ４の報酬審議会事業１４万円は、議員報酬及び町長、副町長、教育長の給料額に関す

る条例を議会に提出しようとする場合に開催させて頂きます特別職報酬等審議会委員の

報酬でございます。 

 ５の非常勤職員公務災害補償事業３５万５千円は、非常勤職員の公務災害認定に係る

委員報酬や公務災害補償費等でございます。 

 ６の秘書人事管理事業４千５３万９千円は、会計年度任用職員の報酬費や期末手当、
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共済費、又、４１頁をお願いします。１１節の役務費職員採用試験の検査手数料、又、

１２節の委託料の職員健康診断や職員厚生事業等の経費等でございます。 

 ７の総務一般管理事業５３３万２千円は、顧問弁護士の法務相談や弁護委託料、例規

集の更新業務委託料等でございます。 

 ８の共通一般管理事業（総務政策課配当）５３０万４千円は、役場業務全般に使用す

るコピー用紙やトナー購入費、コピー機の賃借料等でございます。 

 恐れ入ります。４３頁をお願い致します。 

 ９の共通一般管理事業（会計課配当）３６０万４千円は、バス運行業務委託料や有料

道路通行料等でございます。 

 １０の情報公開事業１３万９千円は、情報公開審査会委員５名の報酬等でございます。 

 １１の行政不服審査会等運営事業６６万７千円は、審査会委員５人の報酬及び審理委

員の報酬等でございます。 

 １２の基金積立事業（総務政策課配当）５００万円は、ふるさと太子応援寄附金を積

み立てるもので、前年度に比べ３００万円減を見込んでおります。 

 １３の基金積立事業（財政課配当）９０万円のうち、退職手当基金積立金５０万円は、

基金設置条例の規定に基づき、又、環境衛生等基金積立金４０万円は入湯税収入相当額

を積み立てるというものでございます。 

 １４の基金積立事務事業（会計課配当）２００万９千円は、財政調整基金の他記載の

１０本の基金について、それぞれの定期預金の利息を積み立てるものでございます。 

 ４４頁、４５頁をお願い致します。 

 ２目の財政管理費、予算額３９６万６千円、前年度に比べ３万８千円の増。この増の

主な要因は、消費税の増税に伴うものでございます。 

 ３目の会計管理費、予算額３９７万６千円、前年度に比べ６１万８千円の増。主な要

因と致しましては、口座振替手数料の増によるものでございます。 

 ４目の財産管理費、予算額１億１９８万６千円、前年度に比べ１千６５万２千円の増。

増の主な要因としましては、庁舎警備委託契約の満了による新規契約の締結、又、公共

施設等個別施設計画等によるものでございます。 

 事業別区分１の庁舎維持管理事業５千５４６万４千円は、庁舎の維持管理に係る経費

で、電気料や水道料金、庁舎警備を始めとする各種委託料を見込んでおります。又、公

共施設等個別施設計画の策定委託料を計上させて頂いております。 
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 ４７頁をお願い致します。 

 ２の公用車管理事業４６９万円は、公用車２４台分の維持管理経費でございます。 

 ３の町村賠償保険加入事業３４９万１千円は、市町村建物共済等掛金や全国町村総合

賠償保険等でございます。 

 ４の普通財産管理事業４２万７千円は、普通財産の維持管理経費や法定外公共物の払

下げ等において必要となる委託料等でございます。 

 ６のＥＳＣＯ事業３千７６８万６千円は、庁舎のＥＳＣＯ事業に係る令和２年度分の

サービス委託料でございます。 

 ５目の公平委員会費、予算額８万５千円は、南河内広域公平委員会負担金でございま

す。 

 ６の自治振興費、予算額１千６００万８千円は、前年度に比べ５１万９千円の減。事

業別区分１の表彰事業１２万２千円は、表彰審査委員４名分の報酬及び被表彰者記念品

の経費でございます。 

 ４９頁をお願いします。 

 ２の地区・町会等運営事業１千５８８万６千円は６地区の区長及び４８の町会長、自

治会長に対する報償費や自治振興補助金、大字地区集会所維持管理補助金でございます。 

 １８節の負担金補助及び交付金、町会等集会所整備事業補助金５０万円は、永田町会

集会所の改修補助金でございます。 

 ５０頁をお願いします。 

 ９目の広報費、予算額１千２９万１千円、前年度に比べ６万５千円の減。事業別区分

１の広報事業９２０万５千円は、広報紙の発行等に係る経費を計上しており、財源内訳

の国庫支出金４万８千円は、自衛官募集事務委託金、諸収入の５０万円は、広報紙への

広報掲載料でございます。 

 ２のホームページ管理事業１０８万６千円は、本町ホームページの運用に係る経費で

ございます。 

 １０目の企画費、予算額６千６１８万８千円、前年度に比べ４千４５万８千円の増。

増の主な要因と致しましては、プレミアム付商品券事業の皆減があるものの、地域公共

交通事業や東京２０２０オリンピック聖火リレー運営事業の増等によるものでございま

す。事業別区分１の企画一般事業１千４３９万３千円は、少子化、人口減少等に対応す

るものとして、引き続き３世代同居・近居支援補助金並びに結婚新生活支援補助金を計
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上致しております。また、第５次総合計画の後期基本計画策定、総合戦略改定委託に係

る経費を計上させて頂いております。財源内訳の国庫支出金７５万円は、地域少子化対

策重点推進交付金でございます。 

 ２の住民協働による地域活性化プロジェクト事業５５万６千円は、竹内街道１４００

年活性化プロジェクト負担金や山田だんじり祭りの運営経費の一部を助成する地域伝統

文化保存継承事業支援補助金でございます。 

 ５３頁をお願い致します。 

 ３の交流推進事業２万２千円は、奈良県斑鳩町、兵庫県太子町との太子ゆかりの地交

流会議の負担金ということになってございます。 

 ４のふるさと太子応援基金寄附金事業２４９万３千円は、本町へのふるさと寄附に対

するお礼の贈呈品発送に係る業務委託料等でございます。 

 ５の地域公共交通事業３千６７２万４千円は、地域公共交通会議６回分の委員報酬等

の会議開催経費や地域公共交通運行に係る委託料、実証運行に伴う評価、検証、又、運

行等に係る支援業務委託料、コミュニティバスのバス停標識等の備品購入、更にはお出

かけ支援事業補助金を始めとする各種運賃補助等の経費を計上させて頂いております。 

 ５４頁をお願い致します。 

 １１目の電子計算機、予算額６千１０１万５千円、前年度に比べ２７５万９千円の増。

増の主な要因と致しましては、社会保障・税番号制度システム更新整備等に伴う負担金

の増等によるものでございます。事業別区分１の電算共通維持管理事業６０５万４千円

の１、１７節の電算備品購入費４８５万７千円はパソコン３０台分の更新費用でござい

ます。 

 ２の情報施策推進事業７０４万８千円は、庁内インターネットやセキュリティ対策、

ＬＧＷＡＮ等に係る通信費やプログラム保守委託料及びプログラム賃借料となってござ

います。 

 ３の社会保障・税番号制度システム管理事業８２１万９千円は、国が管理する情報ネ

ットワークシステムと本町のシステムとを仲介する自治体中間サーバ、プラットフォー

ムの整備、運用に係る負担金でございます。財源の国庫支出金３２６万７千円は、社会

保障・税番号通知制度システム整備費補助金でございます。 

 ４の情報セキュリティ強化対策事業３４４万５千円は、情報システム強靱化に係る保

守委託料等でございます。 
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 ５の自治体クラウド推進事業３千６２４万９千円は、基幹系情報システムのクラウド

利用料でございます。 

 １２目の人権啓発費、予算額６９５万１千円、前年度に比べ２５７万３千円の増。こ

れは前年度の男女共同参画推進計画策定に係る経費が皆減となったものの、人権行政基

本方針及び推進プラン策定に係る経費を措置したことによるもので、本町人権協会への

助成金や人権啓発施策の推進に係る経費を計上させて頂いております。財源内訳の府支

出金２０万円は人権啓発活動委託金でございます。 

 ５６頁をお願い致します。 

 ２款の徴税費、１目の税務総務費、予算額１億１千７０５万１千円、前年度に比べ２

８万５千円の増。事業別区分１の職員人件費７千７３２万円の財源内訳の府支出金１千

９００万円は府民税徴収事務委託金でございます。 

 恐れ入ります。５９頁をお願い致します。 

 ２の固定資産評価審査委員会運営事業４万８千円は、固定資産評価審査委員３名の報

酬等でございます。 

 ３の徴税総務事業７６２万６千円は、納税通知書等封筒作成や税務全般の課税事務、

滞納整理事務に係る電算機器・プログラム賃借料等でございます。 

 ４、町民税課税事業７１７万３千円は、個人、法人に係る住民税の賦課事務委託料や

納税通知等の郵便料でございます。 

 ５の固定資産税課税事業１千３１２万１千円は、固定資産税の賦課事務電算委託料や

令和３年度の評価替えに係る路線価算定業務委託料等でございます。 

 ６の軽自動車税課税事業１３７万円は、軽自動車税の賦課事務電算委託料等でござい

ます。 

 ７の町税収納整理事務事業９０３万円は、町税の償還金や督促状等の郵便料、コンビ

ニ収納代行業務委託料等でございます。 

 ６１頁をお願い致します。 

 ８の国税連携システム管理事業１３６万３千円は、国税等との連携システムの維持管

理経費でございます。 

 ３項の戸籍住民登録費、１目の戸籍住民登録費、予算額５千６２５万５千円、前年度

に比べ１１４万２千円の増。事業別区分の１の職員人件費４千４９４万円の財源内訳の

国庫支出金１９万円は、中長期在留事務委託費交付金、府支出金の５３万９千円は、総
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合相談事業交付金及び人口動態統計調査委託費交付金、使用料、手数料の４８７万７千

円は、戸籍謄抄本、住民票、印鑑証明等の交付手数料でございます。 

 ２の戸籍住民登録事業１千５１万円は、戸籍住民基本台帳、住基ネットワーク等、電

算システムの運用等に係る経費でございます。財源内訳の国庫支出金１０６万９千円は、

通知カード・個人番号カード事務補助金等でございます。 

 ６３頁をお願いします。 

 ３の旅券事務事業８０万５千円は、富田林市への旅券発給業務委託料で、財源内訳の

府支出金３９万８千円は、旅券事務交付金でございます。 

 ４項の選挙費、１目の選挙管理委員会費、予算額３１万円は、選挙管理委員会委員４

名の報酬等、委員会の運営に係る経費でございます。 

 ２目の町長・町議会議員補欠選挙費、予算額６６３万５千円は、令和２年４月１２日

執行予定の選挙及び、６４頁の３目の町議会議員選挙費、予算額７９５万７千円は、令

和２年１０月２７日の任期満了に伴う選挙、これらの選挙執行に必要となるポスター掲

示板設置等、選挙の準備に係る執行経費となっております。 

 ６６頁をお願い致します。 

 ５項の統計調査費、１目の統計調査総務費、予算額６０８万９千円、前年度に比べ４

５９万７千円の増。増の主な要因と致しましては、令和２年度の国勢調査が実施される

ことによるもので、その他、工業統計調査等を予定しており、財源は全額、府の統計調

査費委託金となってございます。 

 ６項の１目の監査委員費、予算額３４万９千円は、監査委員の報酬でございます。 

 恐れ入ります。１６２頁をお願い致します。 

 １１款、１項の公債費、１目の元金、予算額４億５３０万円、前年度に比べ７０万円

の増となっております。 

 ２目の利子、予算額３千９万３千円、前年度に比べ５１２万２千円の減。減の主な要

因と致しましては、町債の借入元金残高の減少によるものでございます。 

 １２款、１項、１目の予備費３００万円、前年度と同額を計上させて頂いております。 

 以上で、議会事務局、会計課及び総務部所管の歳入歳出の説明とさせて頂きます。 

○村井委員長 只今、総務部関係の歳入歳出について、説明がありました。 

 これより質疑に入ります。 

 質疑ございませんか。 
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○西田委員 骨格予算ということでありますが、行政に停滞は許されないということで、

継続していることとして公共交通、観光、小学校のトイレが上げられたんですけれども、

そもそものことで確認したいんですけれども、１２月議会でもえらく予算が上がってき

た、補正予算が多かったので、その補正予算は災害があった時とか特別な時でないとそ

んなつけるもの違うのではないですかと聞いたら、そういうものですという話があった

と思うんですが、骨格予算を、停滞が許されないというのも片一方では分からないこと

ないんですけれども、ちょっと踏み込み過ぎではないのかと思うんです。議員必携を見

たら、骨格予算とは選挙時期等の関係から政策的な判断が出来にくい等の事由により、

人件費等必要 小限度の経費を計上する予算、年度当初の４月と５月に町長、村長の任

期満了による選挙が行われるような場合、任期が終わる町村長が自己の判断による政策

的予算を当初予算に計上することが道理上も、そして私達も選挙人ですから、選挙人の

立場から見ても好ましくないと書かれておりますが、好ましくない骨格予算になってい

ませんか。 

○吉田財政課長 この度の予算につきましては、骨格のある予算と言われます。予算のう

ち、地域公共交通実証運行事業につきましては、これまで住民説明会等において、６月

の実証運転に向けた事業等を進めていくと説明しておりまして、継続事業として当初予

算に計上しております。また、観光まちづくり拠点整備事業につきましても、日本遺産

に認定されました竹内街道の魅力や聖徳太子没後１４００年に向けました機運の醸成、

更には本町の情報発信を素早く行う為、継続事業として当初予算に計上させて頂きたい

と思います。 

 一方、生涯学習施設整備事業につきましては、継続事業ではございますが、極めて大

きな財源が必要であると共に、町の重要施策であること等を踏まえまして、町長選挙後

の６月補正予算での計上としております。 

 以上です。 

○西田委員 何が重要で重要でないかというものの区切りがよく分からないのですが、特

に観光の移転のほうですけれども、これ、何で移転せなあかんかというと、もともと観

光協会、日本遺産の指定もされたし、機運醸成の為に作ろうというところから始まった

訳ではないですか。申し訳ないですけど、生涯学習がこの場所になったことによって、

本当に申し訳ないですけど、違うところにやるのか、統廃合で、もしかしたら、どこか

に入るかもしれんと言っていたのが竹内街道沿いになったという意味でいけば、生涯学
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習施設が壊されるから移転ではないですか。なぜ生涯学習施設は重要やから置いておい

て、観光も生涯学習に附属して現れることやと思ったら、本来、骨格ではなくて、本予

算と思うんですけど、それは整合性が取れているんですか。 

○吉田財政課長 先程からもご説明、ご答弁申し上げましたように、観光まちづくり拠点

整備につきましては、継続事業として当初予算に計上しておりますが、生涯学習施設整

備事業については、継続事業ではありますが、多くの財源が必要となる為、６月補正で

の計上としております。 

 以上です。 

○西田委員 財源の超えるとか超えないとか多さではなくて、やっぱり住民さんの税金で

すから、一つ一つの事業それぞれが大切やと思うんです。片一方は置いておいて、片一

方はするという、このやり方はどうなんでしょうね。住民さんの理解が得られるんでし

ょうか。そこはちょっとおかしいと思うんですけれども、町長、これはおかしくないん

ですか。 

○松村副町長 おっしゃる通り、選挙を迎えまして、骨格予算ということになっておりま

す。説明が今ありましたように、特に地域公共交通並びに観光案内所の件は大きなテー

マになっております。共通点はこういった年度をまたがった形で大きな事業を進めてい

ることにつきましては、再三、議会のほうにも説明を申し上げ、特に地域公共交通は法

に基づく委員の方の設置をしながら、広報等も住民に説明をし、６月に実証運行すると

いうことで説明して参りましたので、ここは一定のご理解をして頂くほうが住民の為だ

というふうに思っておりますので、骨格でありながら、計上させて頂いております。 

 それから、案内所の件、二転三転ということでご指摘はありましたけれども、これも

昨年から引き続いて、委員も今説明されましたように、生涯学習施設が建設されるとい

うことで、まちづくり観光交流センターが取り壊しになるということで、その中に協会

の事務所が入っているということで、どうしても生涯学習施設になじまない施設だとい

うことで、出ていくということになりましたけれども、そもそも観光案内所というのは

協会につきましても、出来れば、是非とも、やっぱり沿道沿いに事務所があるほうが来

訪者にとってもいいという環境を踏まえまして、移転するほうがこの際好ましいなとい

うところで、出来れば役場の付近に設置をし、役場の施設も供用しながら、何か出来た

ほうがいいねということで、団体からも強い要望があった施設でございます。そういっ

たことで、協会もこのままいくと１１月にまちづくり観光交流センターが取り壊しされ
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るので、それと同時に事務所も移転出来れば、一番費用においても、又、事業実施する

においてもいいということで、議会のほうにも説明させて頂いたという経過を踏まえま

して、出来ましたならば、骨格予算ではありながら、そこに計上させて頂いたというこ

とでありますので、この辺、今、この当初予算で初めて出てきた案件ではないというこ

とでご理解願いたいというふうに思っております。 

○西田委員 二転三転して、まだ決着がついてないと思うんです。それを４月、どうなる

か分からない中で、この当初にしているというのは如何なものかなと思うんです。先程、

補正予算で物件補償費が湧いて出てきたら、それは流用したらいいという話やったんで

すけれども、これかて、あそこに建てるということはみんな同意したのではないんです

か。そこに反対はしていないと思うんです。あそこへ建てるからにはいいものを作ろう

というのがどうなんやというのがこの間全協で議論されてきて、まだそれは決着がつい

ていないんですから、もしこれが１１月に潰れるか、１１月に建ってなければならない

のではなくて、いいのを作るので、もう一回見直したら、１ケ月、２ケ月遅れる間はち

ょっと間借りしてくださいねといったって、何１００万円かかりますか。それぐらいの

世界なのに、片一方で簡単に物件補償費をつけますと言って、片一方では１１月潰れる

から急がなければならないという、こういう説明の在り方も如何かなと思います。部で

また、このことについては詳しくいきますけれども、骨格予算にしては本当に踏み込み

過ぎで、これから闘う方に何人か顔ぶれが出ておりますけれども、その方に対しても失

礼だと思いますし、言っていますように、選挙民に対しても好ましくない予算だなと思

っております。 

○村井委員長 他にございませんか。 

○西田委員 ちょっといっぱい続けて言います。止めてくださいね。そういうことで行政

に停滞は許されないということで、こういう予算になっているという説明がありました

が、では、４月から人事体制をどうするんでしょうか。この１年前、今、説明頂いた中、

部長さんが皆さん、３月で終わるという中で、次の年は大変やなというようなことはも

うはなから分かっていたんですが、４月からの体制はどうなっていくんですか。全部埋

まっていくんですか。 

○松村副町長 なかなか部長も答えにくい案件なので、私も微妙なことやと思うんですけ

れども、ちょっと今時点で行政内で考えられることについて、人事問題は細かいところ

でなかなかお示し、今、言質は出来ませんけれども、大きな視点と申し上げますと、ち
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ょっと整理をさせて頂きますと、３月末日で定年退職者が７名、その内訳を申し上げま

すと、部長が４名と課長が２名、課長補佐が１名、計７名が退職をするということで、

本町にとっても多く管理者が不足する時点ということになっております。このことにつ

いては、もう数年前から承知していたということでございます。そういうことでありま

して、こういう予算委員会と共に、出来れば、管理職の人材育成に努めたいということ

で、委員の方々のご理解のもと、課長補佐もこういった場で勉強させて頂いて、うちは

そういうふうな人材育成に努めているということでございます。 

 そして、今度４月１２日に町長選挙がなるということで、先程から議論がありました

ように、政策的に関わる事業、それから継続事業を除き、今、骨格予算になるというこ

とでございまして、２通り考え方があるなというふうに思っております。１つは４月の

人事、特に部長人事におきましても、これも骨格予算と同様、選挙後の人事配置を考え

るというのも１つの方法。それから、又、組織につきましては、継続したものでありま

すので、直接住民サービスに影響を与えることも鑑みながら、選挙があろうとちゃんと

人事配置をしてやる方法、それぞれ自治体の考え方は様々というふうに考えております。

そういったことで、うちも４月１２日選挙と、微妙な月ということでありますので、現

時点におきましては、４月におきましては、選挙も見据えて、大きな組織の見直しや人

事配置はまず今のところは考えておりませんけれども、やはりこの新型コロナの対応も

そうですし、いつまで続くか分かりませんけれども、そういうことを踏まえまして、住

民サービスに影響のない範囲で人事等を考慮した上で、出来れば、選挙後の５月には次

代を見据えた組織機構の見直しも踏まえまして、きっちりした人事配置が出来ればとい

うふうに、今、現時点では考えております。 

○西田委員 ４月には選挙がすぐありますね。それは選挙、部長、ついてくれるのか。な

くやっていくんですか。そういうことが心配されているんですけど。 

○松村副町長 部長がどうかというのは今現時点ではちょっとまだ考慮中でございますけ

れども、先程も言いましたように、職責名というよりも、やはり住民の影響のない体制

でやっていくということだけはしっかり考えていきたいというふうに思っています。 

○西田委員 住民に影響がないようにとは言いますけれども、これは職員さんの立場とい

うところで動いているのに上がいなかったら困る、課長さんがそこを、部を任されるん

ですか。申し訳ないですけど、課長さんも定年退職のところは誰がやるんですか。やっ

ぱり、行政の停滞が許されないからというて、それだけ政策的なことを上げているんや
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ったら、停滞が許されないから、職員さんの体制こそきっちりすべきやと思うんですけ

ど、それはちょっと待ってというものですか。 

○松村副町長 組織には色々考え方がございますけれども、部長がいなくなるから必ずし

も行政が停滞するということのないように今までは組織を運営してきましたので、そこ

はよろしくご理解をして頂いて、信用して頂くというよりも、この一定のメンバーの中

でしっかり４月、５月を乗り越えていきたいというふうに思っておりますので、よろし

くお願いします。 

○西田委員 信用の問題ではなくて、信用していますけれども、なかなか荷が重くて、大

変やろうと思っているのを行政に停滞は許されないと人には我慢を押しつけながら、公

共交通、これは分かります。特に観光問題、これだけ皆さん、議論は出ている中で進め

ていくという、これでいいんでしょうかね。おかしいと思います。 

○村井委員長 他にございませんか。 

○西田委員 では、ちょっと人についてお尋ねします。 

 ４月から会計年度任用職員ということで、１６７、１６８人ですので、前年度にはな

いから、数字的にはゼロにはなるんでしょうけれども、今まで物件費だったんかな。そ

れでいくと、そんなに金額としては変わらないんですが、やっぱり期末手当が出る分は

増えたという形になるんでしょうか。 

○堀内秘書課長 会計年度任用職員に関しましては、今おっしゃって頂いた賃金、昨年ま

でありました。その部分については、科目が報酬ということで、ほぼ昨年と同程度に全

体、一般会計、国民健康保険、介護保険等に全て合わせても約２億円近くになっており

ます。それは平成３１年度予算と令和２年度予算と概ねほぼ一緒になっております。た

だ今回、会計年度任用職員となりまして大きく異なりますのが期末手当を支給するとい

う部分になっております。その部分につきましては、今回、令和２年度、トータルで約

２千３００万円程度となっております。ただ、９月議会でも私のほうから会計年度任用

職員、条例改正等で説明をさせて頂いておりました期末手当の影響額として約３千８０

０万円程度となっております。これはあくまで１年間、会計年度任用職員がいてた場合

という想定をさせて頂いておりまして、今回、期末手当につきましては、６月期支給に

当たっては、４月、５月、制度開始になっておりますので、我々職員もそうなんですけ

れども、採用されて、期間を見ます。その際の４月、５月、２ケ月間だけのボーナスの

期間割合というのが支給月にありまして、その分を割り落としするという部分がありま
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す。ですから、概ね、もう既に会計年度任用職員制度が始まっていると仮定すれば、約

３千５００万円程度の支給額が来年度以降、影響額として出てくるのかなと想定してお

ります。 

○西田委員 もう一度確認しますけれども、コロナウイルスの感染症の拡大防止対策、学

校を急に休むようになったんですけれども、無給になった非正規職員さんは見渡してい

ませんでしたか。 

○堀内秘書課長 今現在、秘書課のほうで把握している中では、そういった、所謂出先で

も勤務頂いて、普段出来ないようなことを業務して頂いて、委員からおっしゃって頂い

ているようなことはないというふうに認識しております。 

○西田委員 名前が変わる会計年度任用職員さん達はそうかもしれませんが、では今度、

国はそこから委託にどんどん振ろうと思っているんですが、委託先の人が働いているな

と思ったら、給食センターとか、あるんですけれども、委託先がどうなっているかは、

町として把握しているんでしょうか。 

○堀内秘書課長 委員からおっしゃって頂いた委託先につきましては、それぞれ現課のほ

うで把握されております。大変申し訳ありません。秘書課のほうではあくまで直接太子

町として雇用頂いている分については、うちでも把握に努めておりますが、申し訳ない、

委託のほうにつきましては、まだ網羅して把握をしておりません。 

○西田委員 では、また各課の分のことは聞かせて頂きます。 

 地域公共交通をお尋ねします。５３頁。一つ一つ、ちょっと説明をお願いしたいんで

すけれども、報酬が出ておりますが、委員報酬。何回、会議をすることにしていますか。 

○奥埜総務政策課長 予算におきましては、令和２年度予算におきましては、６回を予定

させて頂いているところでございます。 

○西田委員 講演会講師謝礼というのも予定しておりますが、どなたを呼んで講演会を何

回しようと思っているんですか。 

○奥埜総務政策課長 現在のところ、どの方というところではございません。特定は致し

ておりませんけれども、今のところ、年度を通じて１回助成をしている形での予算計上

をさせて頂いています。 

○西田委員 公共交通が走り出してからの講演会だと思うんですけれども、どういったこ

とを講演しようと思ってらっしゃるんですか。 

○奥埜総務政策課長 その辺りの部分につきましても、具体的にどういうテーマがいいの
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か、モビリティマネジメントとか、地域の住民それぞれの立ち上げでありますとか、い

ろんなパターンが得られるというふうに思っております。そういった部分も含めまして、

網計画、そういった部分の各施策の推進というような部分もございますので、地域公共

交通会議の中でも議論頂きながら設定して参りたいというふうに考えております。 

○西田委員 旅費がついていますけれども、どこかに研修に行こうという旅費ですか。 

○奥埜総務政策課長 いえ、この部分につきましては、会議への出席に伴う実費弁償と、

各委員の皆様方の実費弁償というところでございます。また、職員旅費につきましては、

一定、公共交通関係の各種研修等もございます。そういった部分に出席した場合、出来

るだけ出席したいというような部分もございますけれども、市内での開催研修等を想定

した旅費というところでございます。 

○西田委員 委託ですが、２つに分かれておりますが、上の委託と下の委託、委託先にど

のようなことをお願いするんですか。 

○奥埜総務政策課長 委託の部分でございます。網計画評価運行支援委託というところで

ございますけれども、こちらの部分につきましては、実際、来年度から実証運行を始め

るということになって参ります。そういった部分からこれまでとは違った実証運行に対

する評価、網計画に定めております評価、検証、そういった部分を進めることとなって

参ります。また、アンケート等も必要になってこようかと考えております。それと乗降

客調査、そういった部分の数値を含めまして、評価、検証というようなところになって

参ります。そうすると、それらに基づく専門的な見地からの支援といいますか、様々な

支援、改善方法、そういった部分の取組みについての提案、そういった部分、又、会議

の運営、そういった部分を含めまして、網計画の評価、又、運行支援委託料として、昨

年度までに比べて中身がかなり多い形でのコンサル委託というような形になって参りま

すので、１千１２０万９千円という形での予算額の計上をさせて頂いております。ただ

運動管理委託料、これにつきましては、実証運行に伴う昨年度、債務負担行為を設定さ

せて頂きました。これに基づきます運行委託の金額という形での上限額に基づく予算額

計上をさせて頂いておるというところでございます。 

○西田委員 運行委託先はもう決まりましたか。これからですか。 

○奥埜総務政策課長 支線交通につきましては、現在、バス停等、かなり先行する部分に

つきましては、進んでおります。かなりの部分で進めておりますが、 終、バス停の数、

そういった部分を 終、若干不確定の部分もございますので、そういった部分を含めて、



－１３４－ 

現在、仕様書のほうを詰めておるというようなところでございます。年度内に業者の委

託、そういった部分を決定して参りたいというふうに思っております。 

○西田委員 支線交通の備品とはバス停だけですか。椅子とかあるんですか。 

○奥埜総務政策課長 バス停の備品につきましては、こちらにつきましては、支線交通、

こちらのほうの各バス停に設置致しますバス停ポール、こちらの部分、それと現在、支

線交通で利用等することとしております福祉センターの現在のバスでございます。こち

らのほうでの運賃箱の設置、又、行先表示板、こういった部分も道路運送上、一定整備

する必要がございます。こういった部分の備品として５０万円の計上をさせて頂いてお

るということでございます。 

○西田委員 負担金及び交付金、これも詳しく教えてください。これもチケットは発行し

て渡すことになっているから枚数、上限を決めずに渡すと言っておられたんですが、何

人分か何回分かとか、詳しくお願いします。 

○奥埜総務政策課長 まず、総合福祉センター利用者支援制度、こちらにつきましては、

これまでもご説明申し上げておりましたが、福祉センターをご利用される方は無料にさ

せて頂く部分でございます。こちらにつきましては、当然、福祉センターを利用される

回数分、そちらのほうを一定、これまでの利用されておられます福祉センターバス、又、

支線交通を利用されておられる方の実績を踏まえまして、一定、金剛バスへの運賃補填

の部分、そして支線交通に係る部分の運賃補填見込み、そういった部分を含めまして１

９３万２千円という形で計上させて頂いております。 

 また、お出かけ支援につきましては、１００円チケットという形で補填をすると、補

助をするというような形で、こちらにつきましては、７０歳以上の人口、対象と見込ま

れる人数の方に対しまして、これまで他団体で実績のある自治体、そちらの登録率、又、

利用回数等を参考に算出させて頂いた額となってございます。それが５６２万４千円と

いうような形でございます。 

 そして、乗換チケットにつきましても、こちらにつきまして、現実、細かい積算とい

うのはなかなか根拠立ててすることは難しいところでございます。そういったことから

平成３０年度、まずこの部分につきましては、平成３０年度実施のアンケート、こちら

で磯長台、聖和台地区、各家庭全戸でのアンケートをさせて頂いております。こちらの

利用率、こういった部分を喜志まで利用率、そういった部分を含めて、１６歳以上の人

口の数から一定、算出したもの、又、これまで福祉センターバス、又、乗り合いワゴン
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を利用されていた方で、乗り継ぎをしながら移動されるという形での部分を見込まれる

部分の方、こういった部分につきまして、一定、これにつきましては、当初、予算計上

時には金剛自動車の初乗り運賃が１６０円でございましたので、１６０円を一定、想定

の中で積算して、計上させて頂いております。その額が１８６万９千円ということにな

ってございます。 

 そして、 後の６千円の研修会に参加付託金でございますけれども、こちらにつきま

しては、先程申し上げました職員研修、こういった部分で市内等で開催される参加地の

区間が必要となるような研修があった場合ということで、６千円ということでございま

すけれども、計上させて頂いておるというところでございます。 

○西田委員 着々と進んでいくんですけれども、バス停やったら、よそやったら何かすご

いマスコットの絵を描いていたりとか、そのチケットもただ単にそれに描いているチケ

ットなんかは工夫する、その辺りはどうなんですか。 

○奥埜総務政策課長 その辺りにつきましては、申し訳ございませんが、具体的なイメー

ジというところには至っておりませんが、出来るだけ分かりやすい部分でそれぞれのチ

ケットが確認出来るような形で作っていきたいというふうに考えてございますので、よ

ろしくお願い致します。 

○西田委員 分かりやすさでいけば、本当に乗換えとかは大変やと思うんですけれども、

一つひとつ、今使っている方にはいろんな説明もされていると思うんですが、その点、

特に乗換えの地点では混乱があるかなと思うんですが、そういう時には人を配置しよう

とか、そういうことも考えておられるんでしょうか。 

○奥埜総務政策課長 一定、その辺も事前に今議会、３月定例会で各種議案、予算を含め

まして、ご意見を賜りました後には出来るだけ早期に、ダイヤ等の編成、そういった部

分がまだ出来上がっておりませんけれども、出来るだけ早期に具体的なご説明が出来る

ような形で住民の方に説明が出来るような形で進めて参りたいというふうに考えており

ますが、実際の運行の開始に当たりまして、様々なご意見を伺いながら、実際に人員的

な部分の確保が必要というような部分になれば、またその辺りの部分について対応して

参りたいというふうに考えておるところでございます。 

○西田委員 その予算はついていないので、また考えてください。１つ思うのは、下に少

しそういった伸びがあったのと思ったんですけれども、４月早々には聖火リレーが走る

んですけれども、ここの前のバス停の工事も急がれると思うんですが、それを待って、
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工事する形になるんでしょうか。時期はどれぐらいに。 

○奥埜総務政策課長 先程の補正予算のところでも若干申し上げたかというふうに、繰越

明許で予算を上げさせて頂いておりますその部分でもご説明申し上げました部分もござ

いますけれども、４月１５日、現在のところ、聖火リレーの実施ということで進めてお

るところでございます。それで現場につきましては、直接的な工事につきましては、４

月１５日以降というような形で想定を致しております。それまでにつきましては、直接

的な影響の出ない範囲で準備等を含めまして、進めて参りたいというふうに考えておる

ところでございます。 

○西田委員 走り出した時に人がついてなあかんようなことにならんように、十分それま

でに住民さんに伝えておかなあかんと思うし、分かってもらおうと思う意味で、私はち

ょっと資料が手元がない時、ホームページで拾おうと思って見るんですけれども、あれ

だけ住民に早く知らせなあかんとか言いながら、全然古い情報のままなんですけれども、

そのホームページで伝えるというのは高齢者が多かった、見ないとでもお考えなんでし

ょうか。ホームページの全然更新されていないことと伝えなあかんこととは一致してい

ないように思うんですが、如何ですか。 

○奥埜総務政策課長 その部分につきましては、これまでも色々とご指摘を頂いておると

ころでございます。そういう中で、各原課のほうに逐一、その辺の 新情報に改めるよ

うには周知のほうを行っておるところでございますが、ホームページにつきましては、

今後、先に町内でのアンケート、又、各議員のほうにも若干そういった部分のお願いを

したところもございますけれども、今後、そういった部分の方針を含めまして、更に検

討を進めて参りたいというふうに思っておるところでございます。 

○西田委員 ホームページは本当に遅いんですよ。何かいつのだって、２０２０年ではな

いやつなんかも多々あるので、それも本当に早くして頂きたいと思います。このことが

意識に薄いのか、危機管理でいけば、このウィンドウズ７も駄目ではないですか。本年

度中にはみんな変わるんですか。本当やったら、今すぐにも変わらなあかんと思うんで

すが、そこはどうなっているんでしょうか。 

○奥埜総務政策課長 各職員の端末につきましては、随時、今年度、来年度も、今年度も

そうですが、来年度も一定、台数を計上させて頂きながら更新を致しておるところでご

ざいます。一度に全てという部分につきましては、なかなか現状では難しいところもご

ざいます。３年から５年のスパンで改修、更新のほうをしておるところでございます。
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そしてまた、各職員の端末につきましては、通常のインターネット経由という形での接

続はございません。ＬＧＷＡＮという形での総合行政ネットワークのみの接続になって

ございますので、一定、外部からのそういった部分というのは情報強化、セキュリティ

をさせて頂いておる結果です、そういった点、こういった部分はないというような状況

になってございます。また、ウィンドウズ７から１０への更新という部分で、一定、他

の機器、そういった部分はまだ１０に対応していない、そういった部分もございます。

そういった状況を踏まえながら、出来るだけ早期に全機種を更新出来るように努めて参

りたいというふうに考えておるところでございます。 

○西田委員 このことは、ほな、インターネットで接続するようなところはもう７はない

んですか。 

○奥埜総務政策課長 そちらの部分につきましては、一定、更新を進めておるというとこ

ろでございます。 

○村井委員長 他にございませんか。 

○本委員 予算書の５１頁の結婚新生活支援補助金１５０万円が計上されているんです

けど、内訳的なやつは。２款総務費、１項総務管理費、１０企画費の中の１の企画一般

事業、総務政策課の負担金補助及び交付金。 

○村井委員長 本委員、もう一回、質問お願い出来ますか。 

○本委員 予算書の５１頁の結婚新生活支援補助金１５０万円、それと３世代同居・近

居支援補助金５００万円、その予算の内訳はどういうふうに。 

○村井委員長 本委員、内容の説明でよろしいですか。 

○本委員 はい、内容の説明。１５０万円を何に使うのか、５００万円は何に使うのか。 

○奥埜総務政策課長 各補助金の内容的な部分ということでよろしいでしょうか。３世代

同居・近居支援につきましては、本町においても人口減少、高齢化というような中で、

子育て世帯の定住促進というような部分を含めまして、町内にご両親、そういった祖父

母の方が居住されておられる場合、１年以上町内に住まわれているようなお子さん、お

孫さん、そういった方と共に同居、又、近居をして頂くことが出来る場合、定住して頂

く場合に１件５０万円を上限に住宅リフォーム、又、新規取得、そういった場合に補助

をさせて頂く、これが３世代同居・近居というところでございます。非常に概略といい

ますか、粗いご説明になってございますが、そういうところでございます。 

 また、新婚新生活支援事業につきましては、そちらにつきましては、新婚世帯、こう
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いった部分の中で３４歳以下で、世帯合わせての所得が３４０万円以下というような方

につきまして、転入に伴う引っ越し料、こういった部分につきまして、補助をさせて、

上限２世帯当たり３０万円というような形で補助をさせて頂くというような制度となっ

てございます。 

○本委員 ３世代同居・近居支援補助金については、隣の河南町は１００万円出るそう

なんですけど、太子町は１００万円が出る考えとかはないんでしょうか。 

○奥埜総務政策課長 今現在のところ、５０万円というところで他の自治体を含めまして、

一定、策定、実施段階から部分で他の自治体を含めまして、この金額で５０万円とする

ことで設定させて頂いております。現状においては、この額でということでお願いした

いというふうに考えております。 

○本委員 次、人事についてお尋ねしたいんですけれども、部長級が４名、課長２名、

補佐が１名で７名退職すると。令和２年４月から新しい新入生が入ってくる予定はある

んですか、正規職員で。 

○堀内秘書課長 令和２年４月１日の新規採用予定者数ということですけれども、今のと

ころ、採用試験等を実施させて頂いた結果、定員で計６名の採用を予定しております。 

○本委員 この６名は採用全て１級職員ですか。この人事の職域職階制を見ると、平成

３１年４月１日に３級職の１２名のところを令和２年で１５名に、計３人、要は昇級し

ているのか降格しているのか分からないんですけど、増えているんですね、その主事の

職務の人は。それはその６名のうち、いきなり３級職が入るということは可能なんです

か。 

○堀内秘書課長 一般のほうにつきましては、一定、採用をされた場合、前歴というのを

持って、給与決定を格付します。ですから、大学卒業見込みしてすぐ入った場合は１級

となりますけれども、前歴、一定の前職というんですか、とか、大学、直接ではないに

しても、何らかの形で、例えば大学院とかを卒業された場合とかは格付が２級とかにな

っていきます。そういったことを想定しながら予算というのを計上させて頂いておりま

すので、一定、新規採用者と予算の部分が若干ずれているのは確かだと思います。 

○村井委員長 他にございませんか。 

○阪口委員 ６３頁ですか、いよいよ選挙が近づいておる訳ですけれども、参議院選挙の

時に広報の委託事務があったんですけれども、ここにないし、それで参議院選挙の時は

本当に投票日２日前で住民さんが非常に困ったというような意見も頂いていたんですけ
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れども、町長選挙、町会議員補欠選挙、１０月の町会議員選挙も含めてなんですけれど

も、期間が短い訳ですから、広報配付の対応、それはどういう、ここ、予算に載ってい

ないけれども、それはどうするのか。また、この中でどの部分で広報を配付するのかと

いうことと、それで出来るだけ早く広報を配付する為にどのようにお考えなのか、その

辺をお聞かせ願いたいんですけど。 

○米田住民人権課長 選挙に関してのご質問でございます。前回も国政の時に広報が非常

に遅いと、このようなご指摘を頂きました。そうすると、納期的には町長及び町会議員

は１日前というふうになってございますが、出来るだけ早く、身近な選挙ですので、住

民の有権者の方のお手元に届けさせて頂きたいというふうには重々思っております。あ

と、ホームページとか、そういう媒体も利用させて頂きながら、その辺のＰＲ、啓発は

していきたいなというふうに考えてございます。 

○阪口委員 予算の項目に入っていないから、それも１つ心配やった。参議院選挙の時は

ちゃんと広報配付委託料というのがあったんやね。 

○米田住民人権課長 選挙費の中で、例えば選挙広報の印刷代金ですと、印刷製本費の中

で選挙広報印刷代として、町長と補欠選挙におきましては６８万６千円の経費を見てご

ざいます。同じく、町議選ですね。１０月に執行される町議選ですけれども、同じく印

刷製本費１０４万円のうち、４６万５千円を選挙広報印刷代金として予算措置させて頂

いております。 

 以上です。 

○阪口委員 その印刷と配付はもう同時な訳ですか。 

○米田住民人権課長 広報の配付につきましては、１２目の役務費の中で選挙広報郵送代

行ということで、また別個の科目で予算計上させて頂いております。 

○阪口委員 ということは、郵便配付ということですか、広報。 

○米田住民人権課長 今のご質問ですけれども、印刷とおうちまで配達する業者は、また

別個の民間の業者を考えてございます。今のところ、郵便局ではなく、民間の業者を予

定しています。 

○阪口委員 いずれにしても、きちっと迅速に配付されたらいいんですけど、予算措置は

どこでやるのか、ちょっと不明確なので、心配やからお聞きしたんです。 

○西田委員 それ、調べてもらったらいいんですけど、新聞折り込みにせえへんかったか

なとか思いながら、それは入れて頂いたらと思いますが、投票所について、今回特に変
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わったところはないでしょうか。バスを走らせて拾うというのはもうやめましょうかね

という話もあったと思うんですけれども、太子地区は、やっぱり遠いなというのを公共

交通が走りますからみたいな話もあったのですが、まだ走らない中で、では、遠い、昭

和町、新昭和町の方達のみんな手だてをするとか、そういった新たなことはありますか。 

○米田住民人権課長 太子地区の投票所につきましては、新たにお送りするとか送迎させ

て頂くとかというふうな部分、新しい部分については、今回については考えておりませ

ん。 

○西田委員 公共交通が遅れたので、あのバスに乗って行けますよというのがちょっと変

わったかなと思うんです。また、他に走らせていた分を、ではこの間だけでも走らせて

くれたらいいかなと思ったんですけれども、変わったことはないということですね。 

○村井委員長 他にございませんか。 

○阪口委員 昼前に総務は終わるんやね。 

○村井委員長 いや、まだ続きそうですか。 

○阪口委員 ちょっとだけ。１つだけで。 

○村井委員長 １つだけ、では。 

○阪口委員 ちょっとマイナンバーというか、社会保障・税番号制度システム、これの各

所に、そしたら毎回のように出てくるんですけれども、町内の方でマイナンバーを取得

された方はどれぐらいおられるのかということと、それから政府のほうはそれがなかな

か進まないということで、この数年のうちに全国民にマイナンバーカードを取得しても

らおうと、マイナンバーによるキャッシュレスサービスですか、それとか、それから国

家公務員。地方公務員もかもわかりませんけれども、半ば強制的にマイナンバーカード

を取得させようとしているんですけれども、まず町内での取得者の数と、それからマイ

ナンバー制度、職員さん、皆さんに直接かかってくると思いますので、それも含めてど

のようにお考えでしょうか。 

○米田住民人権課長 現在、国においてもいろんな使用状況を想定されているようでござ

いますけれども、こういった問題、何名取得しているんだという数です。令和２年２月

１日現在におきまして、交付済みの方が１千６０３人、そういう数字になってございま

す。 

○阪口委員 パーセント、計算したらいいのか。 

○米田住民人権課長 届出の率でいいますと１２.０９％、約１２％ぐらいの方の取得率
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というふうになってございます。 

○阪口委員 そういうことで、なかなか全国的にも、本当はもうちょっと多いか少ない。

もうちょっと多かったかもわかりませんけど、どこでも取得率は必要性の問題と、それ

からセキュリティの問題でなかなか進んでいないようですけれども、公務員の皆さんに

は直接働きかけというのはあったんでしょうか。 

○堀内秘書課長 我々公務員の場合、総務省のほうから一定そういったマイナンバーカー

ドの推奨というのがあります。また、共済を通じて、そういった申請書等も具体的なも

のが送付されておりまして、職員のほうは取得率で大体１２％程度、これが令和元年１

０月末時点になりますけれども、大体１１％程度の職員が取得しているという状況にな

っております。 

○村井委員長 他にございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○村井委員長 ないようでございますので、総務部関係の質疑を終わります。 

 それでは、ここで暫時休憩と致します。 

午後 ０時１４分 休 憩 

                                        

午後 １時００分 再 開 

○村井委員長 それでは、再開致します。 

 それでは、健康福祉部関係の歳入歳出について、説明を求めます。 

○横田健康福祉部長 それでは、私のほうから健康福祉部所管の項目について、ご説明を

申し上げます。 

 予算書の６８、６９頁をお願い致します。 

 ３款民生費、１項社会福祉費、１目社会福祉総務費１億８千７７万４千円、前年度に

比べ８７２万５千円の増。増の主な要因は、地域福祉計画及び障がい者福祉計画策定に

伴う業務委託料等でございます。事業別区分の２、社会福祉管理事業５千３２３万９千

円は、第３期地域福祉計画策定に伴う委員報償費、業務委託料の他、社会福祉協議会へ

の補助金や南河内広域行政共同処理事業負担金等を計上しております。財源内訳の府支

出金は、地域福祉・高齢者福祉交付金で１千１４８万３千円と広域福祉課分移譲事務交

付金２１０万２千円でございます。 

 次に、３、民生委員等事業９８万２千円は、民生委員、児童委員並びに保護司の活動
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に係る経費を計上しております。民生委員、児童委員の状況ですが、昨年１２月には３

年に１度の民生委員、児童委員の一斉改選が行われ、本町の定数３１人に対し、現在２

７人で、欠員が４人となってございます。尚、令和２年４月１日にもう１人追加で１名

を推薦する予定になってございます。又、保護司は現在５人で、犯罪や非行をした人が

地域社会に戻る為の更生活動や社会を明るくする運動に取り組んで頂いております。財

源内訳の府支出金は、民生委員協議会事務費補助金でございます。 

 次に、４、地域福祉擁護事業の１３１万５千円は、障がい者の成年後見人や行旅病人

及び行旅死亡人が出た場合の経費、又、火災等の災害見舞金を計上しております。財源

内訳の国庫支出金６５万円は、地域生活支援事業費等補助金として、又、府支出金４１

万４千円のうち３万３千円は、成年後見人費用に充当しており、残りの３８万１千円を

行旅病人及び行旅死亡人取扱委託料に充当してございます。 

 ７０、７１頁をお願い致します。 

 ５、地域福祉コーディネーター配置事業３８９万８千円。これは生活困窮者や障がい

者の対応について、社会福祉士を活用することで、課題の解決や適正な福祉サービスの

導入につなげる事業でございます。財源内訳の府支出金は、地域福祉・高齢者福祉交付

金でございます。 

 次の６、包括的支援体制構築事業１千２００万円、１３節委託料の地域力強化推進事

業は、地域福祉に関する活動への地域住民の参加を促す活動を行う者への支援や民生委

員、児童委員や保護司等の地域の関係者等との連携による生活課題の早期把握等により、

地域住民等が主体的に地域生活課題を把握し、解決を試みることが出来る環境の整備を

図るものでございます。又、相談支援包括化推進委員配置事業は、地域住民等の複合的

で複雑な課題等の解決の為、支援に関する協議及び検討の場の設置等を行い、支援関係

機関の協働による相談新体制の構築を図る為の事業でございます。財源内訳の国庫支出

金は、生活困窮者就労準備支援事業費等補助金でございます。 

 次に、７、過誤納還付事務事業の２００万円は、前年度の事業確定等に伴う翌年度精

算の為の国・府支出金の返還金を計上してございます。 

 ２目障がい福祉費３億７千４万２千円、前年度に比べ３千２７０万７千円の増。事業

別区分の１、障がい福祉管理事業の４１万９千円は、毎年秋に実施しております障がい

者ふれあいスポーツ大会委託料や障がい者虐待が発生した場合の大阪府金剛福祉センタ

ーに一時避難場所を南河内６市町村で確保する為の経費を計上してございます。また、
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これらの事業につきましては、地域生活支援事業費等補助金として、国庫支出金及び府

支出金で財源措置してございます。 

 次の２、心身障がい者（児）事業８０７万円は、心身障がい者等給付金として６６５

人分を計上、その他、障がい者住宅改造補助金等を計上してございます。財源内訳の府

支出金は、障がい者住宅改造助成事業補助金７５万円及び障がい者手帳無料診断事業補

助金２１万円でございます。 

 次の７２、７３頁をお願い致します。 

 ３、障がい児通所支援給付事業６千８９２万４千円は、児童発達支援の為に障がい児

が聖徳園や放課後等デイサービス等の施設通所に係る経費でございます。財源内訳は公

費負担分の２分の１が国庫支出金、４分の１が府支出金でございます。 

 次に、４、障がい者自立支援給付等事業の２億７千７３６万７千円、うち地域生活支

援拠点コーディネーター事業は、障がい児（者）の居住支援の為の機能を整備する為、

相談や緊急時の受入れ等に対応していくコーディネーターを南河内６市町村で配置する

経費を計上しております。従前から実施しております障がい者自立支援給付事業は、障

がい者が自立して暮らせるように、事業所に相談支援の委託や日常生活用具給付・貸与

並びにホームヘルパー派遣や生活介護等のサービスを提供するものでございます。主な

財源内訳は、介護給付・訓練等給付費等負担金で、２分の１が国庫支出金、４分の１が

府支出金でございます。 

 ５、自立支援医療給付事業の１千１８０万９千円は、１８歳以上の身体障がい者の方

を対象に、その障がいの除去や軽減する為の治療を行うことにより、身体上の障がいが

軽くなり、日常生活が容易に出来るよう医療費の給付を行う更生医療給付と１８歳未満

の障がい児の方に同様の給付を行う育成医療給付費を計上してございます。財源内訳は

公費負担として２分の１が国庫支出金、４分の１が府支出金でございます。 

 次に、６、障がい者施策推進事業の３４５万３千円は、障がい者に関する施策の総合

的かつ計画的な推進について審議等を行う障がい者施策推進協議会の委員報償費の他、

第６期地域福祉計画策定に伴う業務委託料等を計上しております。 

 次の頁をお願い致します。 

 ３目老人福祉費１千４６７万３千円、前年度に比べ５１７万２千円の減。事業別区分

の１、介護保険施設整備事業の１２５万円は、地域密着型小規模介護老人福祉施設に対

する利子補助でございます。 
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 次に、２、在宅高齢者支援事業の５５万円は、ひとり暮らしの高齢者等への緊急通報

装置の設置を行う事業でございます。 

 次に、３、高齢者介護予防拠点づくり事業の２９万円は、グラウンドゴルフ場多目的

交流広場、愛称、いきいき交流広場でございますが、の維持管理経費を計上してござい

ます。財源内訳の使用料、手数料は、多目的交流広場の使用料を見込んでございます。 

 ４、老人ホーム入所事業３３０万４千円は、６５歳以上の高齢者で心身の状況、その

置かれている環境の状況、又、経済的理由等を総合的に勘案し、在宅において日常生活

を営むのが困難な人が入所対象者となってございます。現在、１人の方が入所されてお

ります。財源内訳の分担金、負担金は、老人ホーム入所措置費の自己負担分でございま

す。 

 ５、敬老祝い事業５２万９千円は、金婚式記念品、 高齢者祝い品、１００歳の方へ

の敬老祝い金を計上しております。尚、敬老祝い金の対象者は６名でございます。 

 次の６、老人クラブ活動等社会活動促進事業の１０２万７千円は、老人クラブに対す

る補助金でございます。財源内訳の府支出金は在宅高齢者福祉対策補助金でございます。 

 次の７、低所得者特別対策事業１３万３千円は、障がい施策のホームヘルプサービス

を受けていた者で、介護保険制度の対象となった際の利用者負担金の一部を助成するも

のでございます。財源内訳の府支出金はホームヘルプ利用助成金でございます。 

 次の８、社会福祉法人等による利用者負担額助成事業１４万円は、生計が困難である

と認定した要介護者に社会福祉法人等が助成対象者の利用者負担金の一部を減免した場

合における社会福祉法人等に助成するものでございます。財源内訳の府支出金は、社会

福祉法人等利用者負担軽減助成金で、補助率は４分３でございます。 

 次の９、外出支援事業の１１８万２千円は、本年６月からの地域公共交通再編に関連

し、予約型乗り合いワゴン試行運行の４月から５月までの２ケ月に係る経費を計上して

ございます。 

 ７６、７７頁をお願い致します。 

 １０、外出支援事業（地域支え合い型移動サービス支援）の５２６万８千円は、本年

６月からの地域公共交通再編の関連事業で、地域支え合い型の移動サービスを実施する

団体に対し、公用車を無償で貸し出す為の経費を計上してございます。 

 １１、高齢者生きがい活動促進事業の１００万円は、高齢者等が地域福祉の中で役割

を持って生き生きと生活出来るよう有償ボランティア活動を行うことで、自らの生きが
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いや健康づくりにつなげると共に、介護予防や生活支援サービスの基盤となる活動を行

う団体等の立ち上げ支援を行うものでございます。財源は全額が国庫支出金でございま

す。 

 続きまして、４目老人医療助成費、事業別区分１、老人医療費助成事業４０１万６千

円、前年度に比べ１８２万円の減。これは平成３０年度からの福祉医療費助成制度の再

構築に伴い、重度障がい者医療費助成事業等、他の福祉医療費助成制度の対象とならな

い経過措置対象者に係るレセプト点検委託等の事務経費及び医療費の自己負担額に対す

る一部を助成するものでございます。財源内訳の府支出金は公費負担分の２分の１でご

ざいます。尚、老人医療費助成事業の経過措置については令和２年度までとなってござ

います。 

 ５目重度障がい者医療助成費、事業別区分１、重度障がい者医療費助成事業３千６９

６万５千円、前年度に比べ３９８万７千円の減。これは１級又は、２級の身体障がい者

手帳をお持ちの方等、重度の身体、知的、精神障がい者や難病患者に係るレセプト点検

委託等の事務経費及び医療費の自己負担額に対する一部を助成するものでございます。

財源内訳の府支出金は公費負担分の２分の１でございます。 

 ６目ひとり親家庭医療助成費、事業別区分１、ひとり親家庭医療費助成事業９０４万

円、前年度に比べ７５万９千円の増。これはひとり親家庭で１８歳に達した年の年度末

までの子どもとその親又は、養育者に係るレセプト点検委託等の事務経費及び医療費の

自己負担額に対する一部を助成するものでございます。財源内訳の府支出金は公費負担

分の２分の１となってございます。 

 次の７８、７９頁をお願い致します。 

 ７目子ども医療費助成費、事業別区分１、子ども医療費助成事業３千９０９万７千円、

前年度に比べ５９万５千円の減。これは中学校卒業までの子どもの入院及び通院に係る

レセプト点検委託等の事務経費及び医療費の自己負担額に対する一部を助成するもので

ございます。財源内訳の府支出金は、就学前の公費負担分に対する２分の１、４５２万

８千円と残りは新子育て支援交付金９１３万８千円でございます。 

 ８目未熟児養育医療給付費、事業別区分の１、未熟児養育医療給付事業６５万４千円、

前年度と同額でございます。これは未熟児を、２千グラム以下でございますけれども、

未熟児を対象として、未熟性がなくなり、正常な新生児の機能を有するまでの指定養育

機関への入院治療費に対し、給付を行うものでございます。財源内訳の分担金、負担金
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は自己負担分で、８人分を見込んでございます。 

 ９目国民年金総務費１千８９３万８千円、前年度に比べ３１万１千円の増、事業別区

分２の国民年金事業８万８千円は、年金事務に係る経費で、全額国庫支出金でございま

す。 

 １０目国民健康保険費１億４千４８６万１千円、前年度に比べ６８６万６千円の減。 

 次の頁をお願い致します。 

 事業別区分２の国民健康保険特別会計繰出金事業１億６０４万１千円は、国民健康保

険事業に要する経費のうち、国が示す繰り出し基準等に基づき、一般会計で負担するこ

ととした経費を国保特会へ繰り出すものとなっております。又、その他一般会計繰出金

では、集団健診におけるがん検診費用の国保加入者分２２５万９千円及び町独自減免に

対する繰り出し２００万円に加え、地方単独事業、福祉４医療助成に係る国庫減額相当

分１６２万１千円の繰り出しを計上しております。財源内訳につきましては、保険基盤

安定繰出金のうち、保険者支援分については、２分の１が国庫支出金、４分の１が府支

出金、又、保険料軽減分につきましては４分の３が府支出金と、それぞれの負担割合と

なってございます。 

 １１目介護保険費２億５千８３１万６千円、前年度に比べ３千９７５万５千円の増。

事業別区分の２、介護保険特別会計繰出金事業２億１千２２４万８千円は、介護特会へ

町が負担すべき額を一般会計から支出するものでございます。低所得者等保険料軽減繰

出金の１千８７１万５千円は、１号被保険者の保険料のうち、第１段階から第３段階の

方に対する国の軽減制度に伴うもので、財源の国庫支出金と府支出金はこれに対応する

ものでございます。 

 次の３、サービス事業６０７万８千円は、地域包括支援センターが指定介護予防支援

事業所として実施する事業で、ケアマネジャーの人件費等を計上しております。事業内

容は介護予防支援の対象者である要支援１、２の認定を受けた方が自宅で介護予防の為

のサービスを適切に利用出来るよう、ケアプランの作成やサービス事業所との連絡、調

整等を行うものでございます。財源内訳の使用料、手数料は介護予防支援手数料でござ

います。 

 次の頁をお願い致します。 

 １２目総合福祉センター管理費、事業別区分１、総合福祉センター維持管理事業１千

７６７万２千円、前年度に比べ３５万円の減。減の要因は、地域公共交通事業の福祉セ
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ンターバスの改編によるものでございます。財源内訳の諸収入は太陽光発電売電料でご

ざいます。 

 １３目後期高齢者医療費、事業別区分１、後期高齢者医療特別会計繰出金事業１億７

千５５５万円、前年度に比べ１７０万４千円の増。１８節の負担金補助及び交付金は広

域連合への支払い、又、２７節の繰出金は後期高齢者特別会計へ繰り出すものでござい

ます。財源内訳の府支出金は保険基盤安定繰出金４分の３の負担割合となっております。 

 ２項児童福祉費、１目児童措置費１億９千７２９万４千円、前年度に比べ６４２万７

千円の減。減の主な要因は、対象児童数の減によるものでございます。事業別区分の１、

児童手当給付事業１億９千７２９万４千円は、児童手当支給に係る費用を計上しており

ます。対象は、ゼロ歳から中学卒業までの支給対象児童を養育している養育者に対して

支給されることとなってございます。支給対象見込み数は、延べ１万８千９２人、月平

均１千５０７人でございます。財源内訳は国庫支出金が約７割、府支出金と町がそれぞ

れ約１.５割ずつというふうになってございます。 

 次頁の８４、８５頁をお願い致します。 

 ２目児童運営費３億４千３１４万９千円、前年度に比べ１千１２万３千円の増。増の

主な要因は、保育所入所委託費の増によるものでございます。事業別区分の１、保育所

運営事業３億４千３１４万９千円は、保育園の運営に対する経費を計上してございます。

園児数でございますが、やわらぎ保育園で９６人、松の木保育園で１１３人、認定こど

も園ややわらぎ幼稚園の２号認定で７３人の計２８２人を見込んでございます。やわら

ぎ、松の木両保育園、やわらぎ幼稚園の延長保育・障がい児保育事業、病後児保育事業

等への補助金や保育所入所委託費を計上してございます。財源内訳のうち、分担金、負

担金は両者負担金（保育料）でございます。 

 ３目放課後児童会費４千９５２万７千円、前年度に比べ５２５万７千円の増。事業別

区分１の放課後児童会運営事業４千９５２万７千円は、磯長、山田教室の運営に係る指

導員賃金及び施設の維持管理及び磯長教室の小学校の空き教室への移転に係る経費を計

上してございます。内訳は磯長教室が４クラス、山田教室が１クラスで、１クラス当た

り３名体制で運営してございます。現在の申込み状況でございますが、磯長教室で１２

８人、山田教室で４４人となってございます。財源内訳の使用料、手数料は、放課後児

童会使用料によるもので、事業費から使用料を除いた金額の３分の１ずつが国庫支出金

及び府支出金でございます。 
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 次の８６、８７頁をお願い致します。 

 ４目児童福祉費６千４７１万８千円、前年度に比べ４２万６千円の増。事業別区分１

の児童福祉管理事業の１６万４千円は、子育て支援課所管の一般管理業務に係る経費を

計上してございます。財源内訳の国庫支出金は特別児童扶養手当支給事務委託金でござ

います。 

 次に、２、子ども子育て支援事業の３千６８２万５千円は、子育て支援に関する事業

経費を計上してございます。子ども・子育て支援事業に伴う保育士の雇用に係る経費等、

又、１３節の委託料は、子育て支援センターや家庭における児童の養育が一時的に困難

になった場合等に児童福祉施設で一定期間、養育保護する子育て短期支援事業や子ども

の貧困対策として対象となる子どもの世帯への生活支援を行う等の子育て関連支援事業

等の経費を計上してございます。 

 また、１９節負担金補助交付金の多子世帯保育料等助成金の７２０万円は、令和元年

１０月からの幼児教育・保育の無償化に伴い、第３子は無料、第２子は半額とする助成

制度が３歳から５歳児を除くゼロ歳から２歳児となっております。財源内訳の国庫支出

金は地域子ども子育て支援事業交付金、府支出金は地域子ども子育て支援事業交付金及

び新子育て支援交付金でございます。 

 次の頁をお願い致します。 

 右頁の一番上の１行ですが、副食費補助金の１千２万円は、保育料無償化に伴う制度

改正により、副食費が実費負担となる所得階層第４階層以上の第１子目と第２子目を持

つ保護者を対象として、副食費相当額を補助することにより、保護者の経済的負担の軽

減を図ることを目的とした副食費補助金交付事業に係る経費を計上しております。これ

に係る経費は全て一般財源でございます。 

 ３、児童虐待防止事業６８６万２千円は、児童虐待防止対策事業に係る報酬、又、児

童虐待スーパーバイザーの報償費等、他でございます。財源内訳の国庫支出金は児童虐

待・ＤＶ対策等総合支援事業補助金で、補助率は２分の１でございます。 

 次の４、発達障がい児等療育事業５２３万４千円は、障がい児療育等支援事業委託料

と心身障がい児通園施設、聖徳園の運営補助を計上してございます。財源内訳の府支出

金は新子育て支援交付金でございます。 

 ５、保育所等巡回支援・児童個別支援事業１千４０２万３千円は、保育士、臨床心理

士、作業療法士等が町内の保育所、幼稚園と連携を図り、発達の遅れやおそれのある児
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童を早期に発見、対応することで、子育て環境を整えることを目的とした事業でござい

ます。財源内訳の府支出金は新子育て支援交付金でございます。 

 ６、過誤納還付事務事業の８０万円は、前年度の事務事業確定等に伴う翌年度精算に

係る国・府支出金の返還金を計上しております。 

 ７、子ども子育て支援事業の８１万円は、児童発達支援施設等に通所する児童の副食

費補助金で、１５人分を計上してございます。 

 ９０、９１頁をお願い致します。 

 ４款衛生費、１項保健衛生費、１目保健衛生総務費８千７１８万２千円、前年度に比

べ５０４万５千円の増。増の主な要因は、職員人件費の増によるものでございます。事

業別区分の２、保健衛生管理事業２千９１６万円は、保健センターが実施しております

事業全体に係る保健師や管理衛生士及び事務補助アルバイトの報酬や健康管理システム

関係での電算経費、又、南河内地域の広域で取り組んでおります小児救急医療事業、南

河内圏域障がい児（者）の歯科診療事業及び休日診療所の運営事業等に対する負担金の

他、各種団体への補助金等を計上してございます。財源内訳の国庫支出金は疾病予防対

策事業費等補助金、府支出金は健康増進事業補助金でございます。 

 次の９２、９３頁をお願い致します。 

 ３、市町村健康対策推進事業３９万７千円は、健康づくり推進会議や健康づくり推進

委員研修会、又、自殺予防対策に係る委員報酬や講師謝礼を計上してございます。財源

内訳の府支出金は自殺対策緊急強化事業補助金で、ゲートキーパー養成講座講師謝礼や

消耗品費等に対するもので、補助率は２分の１でございます。 

 次の４、保健センター維持管理事業２５１万６千円は、保健センターの維持管理に係

る経費で、清掃や設備の保守点検等の委託料に係る経費等を計上してございます。 

 次の５、健康増進計画・食育基本計画策定事業３８０万５千円は、令和２年度までの

現計画の後継となる健康増進計画・食育基本計画を策定する為の委託料でございます。

令和元年度、今年度に実施しましたアンケート調査等をもとに策定することとしており

ます。 

 次、次頁の９４、９５頁をお願い致します。 

 ２目健康管理費７千７８９万６千円、前年度に比べ３５万８千円の減。減の主な要因

は、２年目となります第５期風疹予防接種の対象者数減による抗体検査とワクチン接種

委託料の減によるものでございます。事業別区分１の予防事業３千５５９万１千円は、
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各種の予防接種に係る経費を計上してございます。予防接種の主なものは、小児用肺炎

球菌ワクチンや４種混合、日本脳炎等の乳幼児の予防接種、又、高齢者のインフルエン

ザや風疹の予防接種等に対する委託料、加えて、ロタウイルスやおたふく風邪等の予防

接種経費等を計上してございます。又、造血細胞移植後定期予防接種ワクチン再接種で

ございますけれども、造血細胞移植を受けた際に、それまで受けていた予防接種の抗体

がなくなってしまう為、再度、予防接種を受ける必要が生じる為の措置に伴うもので、

再接種が必要な全ての予防接種に係る費用でございます。２０歳未満の方が対象で１名

分を計上してございます。財源内訳の府支出金は風疹ワクチン等接種補助金と造血細胞

移植後定期予防接種ワクチン再接種補助金で、それぞれ事業費の２分の１でございます。 

 次の２、健康教育事業７９万３千円は、聖徳市でのミニ健康展、ヘルシーライフ講座

や血糖減らそう会等の糖尿病学習会等に係る経費を計上してございます。財源内訳は健

康増進事業に係る基準額の３分の２が府支出金、又、健康教育及び笑顔いっぱいプロジ

ェクトへの参加負担金を諸収入で措置してございます。 

 次の頁をお願い致します。 

 ３、健康相談事業の２７万２千円は、健診の結果説明会等、健康相談に係る経費、又、

健康手帳や保健センターの事業案内を作成する経費を計上しております。財源内訳の府

支出金は健康増進事業に係る基準額の３分の２でございます。 

 次の４、健康診査事業１千９３７万３千円は、各種がん検診や４０歳以上の方を対象

とした基本健康診査時の追加項目等、各種検診経費を計上してございます。平成３０年

６月から新たに開始しました内視鏡（胃カメラ）検査につきましては、これまでの実績

を踏まえ、２００人分を計上してございます。財源内訳は疾病予防対策事業等に係る経

費の２分の１が国庫支出金、又、健康増進費用に係る基準額の３分の２が府支出金でご

ざいます。 

 頁の中ほど、５、集団健診事業の３７８万３千円は、とくとく健診に係るアルバイト

賃金や各種検診委託料を計上しております。令和２年度は、８月２３日の日曜日から２

５日の火曜日の３日間と８月２７日木曜日から２９日土曜日までの３日間の計６日を予

定してございます。財源内訳の府支出金は健康増進事業である基本健康診査に係る委託

料等で、３分の２が補助率となってございます。 

 次の６、母子保健事業１千４５６万７千円は、妊娠から出産後３歳６ケ月児までの妊

婦健診及び乳幼児健診に係る経費を計上してございます。赤ちゃん会、乳幼児健診等、
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母子保健に係る医師や看護師等の報酬及び報償費や妊婦の定期健診に係る費用で、妊婦

健康診査委託料には１人当たり公費負担限度額１４回分の１１万６千８４０円、７５人

分に加えまして、多胎妊婦健診助成として上乗せ５回分経費として３人分、１２万５千

円を含め、計上させて頂いております。 

 次の９８、９９頁をお願い致します。 

 ７、健康マイレージ事業の１６２万７千円は、健康マイレージ事業たいしくんスマイ

ルに係る経費を計上しております。昨年の第６回目の健康マイレージ事業では、前年比

８１名増の１千２１名の参加を得ることが出来ております。また、本年１月から第７回

目のたいしくんスマイル２０２０を既に始めさせて頂いており、特にポイントの寄附制

度には全ての町会、自治会に登録して頂けるよう積極的に引き続きＰＲを行っていくこ

ととしてございます。 

 次に、８、妊娠出産包括支援事業１８９万円は、妊娠期から１歳半までの子育て期に

わたる母子保健に関する総合的な相談支援や乳幼児訪問に関する経費を計上してござい

ます。事業内容と致しましては、利用者支援事業、産前・産後サポート事業及び産後ケ

ア事業で子どもがよりよい環境で産み育てられる環境づくりを支援するものでございま

す。また、８節報償費の出産祝い品は約１万円相当のカタログギフトとお子さんの名前

を入れたたいしくん缶バッジ８０人分を計上してございます。財源内訳の国庫支出金は

妊娠出産包括支援事業補助金で、２分の１が補助率、繰入金はふるさと太子応援基金で

ございます。 

 続きまして、少し頁を飛んで頂きまして、１４６、１４７頁をお願い致します。 

 ９款教育費、５項幼稚園費、１目幼稚園費の事業別区分の７、預かり保育事業２０３

万４千円は、幼稚園の預かり保育利用給付費を計上してございます。事業別区分の８、

私立幼稚園等助成事業５千３０１万８千円は、認定こども園やわらぎ幼稚園の１号認定

に対する施設型給付負担金や一時預かり事業負担金の他、子育て支援法に移行しない園

を未移行園と呼んでおりますけれども、未移行園等の預かり保育利用給付費や実施徴収

に係る補足給付事業補助金を計上してございます。財源内訳の国庫支出金と府支出金は

施設型給付負担金等でございます。尚、施設型給付負担金と一時預かり事業負担金は園

児６５人分、実費徴収に係る補足給付利用補助金は未移行園を利用する園児の副食費補

助として５人分を見込んでございます。 

 以上で、健康福祉部所管の説明を終えます。よろしくお願い致します。 
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○村井委員長 只今、健康福祉部関係の歳入歳出について、説明がありました。 

 これより質疑に入ります。 

 質疑ございませんか。 

○西田委員 社会福祉協議会に色々支援をしてもらっていますけれども、全て１ケ所で社

会福祉協議会にこの予算書からどのぐらい出ているか分からないので、大まかな数字を

教えて頂けますか。 

○松岡福祉課長 社会福祉協議会に一体どのぐらいの費用が出ているのかというご質問と

いうことでございます。概算ですけれども、一般会計、福祉課が所管する分等、あと高

齢介護課、介護保険等が所管する部分がございますけれども、やった段階で８千７００

万円程度、うち府費、国費、他使用料等を除く一般財源ですけれども、約６千６５０万

円ということでございます。 

 以上でございます。 

○西田委員 大体何人働いてらっしゃるのかということと委託しているので、中身が見え

ないんですが、午前中にも言いましたが、委託の人がこのコロナウイルスで無給になっ

ているという現状はあるかどうか、教えてください。 

○松岡福祉課長 今現在、社会福祉協議会のほうにアルバイト、非常勤の方を含め１４名

に働いて頂いています。今般のコロナウイルスの関係で無給になっている方がおられる

のかという質問ですけれども、対象となる方は、現在、福祉センターのバスが止まって

いるかと思います。その中でバスの方は移動系のサービス、社会福祉協議会にございま

すプラスワンサービス等の運転手として動いて頂いていますので、無給の方はおられま

せん。 

○西田委員 では、そのまま一旦運べばというので、会員さんかなんかでお金をもらって

いると思うんですが、そこに移っていても時給というか日給かで働いておられますか。 

○松岡福祉課長 時給というか日給というか、契約の中で運用して頂いていますので、無

給の方はございません。 

○西田委員 でも、バスが出ましたので、８３頁の送迎バス４６万２千円ですが、これも

６月までのお金ですか。 

○松岡福祉課長 ４月、５月の送迎バスの運行業務委託料で、町のほうへ直営させて頂く

予定でございます。 

 以上です。 
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○西田委員 括弧で、それで７５頁の外出支援、これも２ケ月でやめたんですが、８人乗

り、あのワゴン車は１８０万２千円で。 

○東條高齢介護課長 ７５頁の外出支援の今の予約型乗り合いワゴンの委託料４月分、５

月分、２ケ月分で、１０８万２千円となってございます。 

 以上です。 

○西田委員 大きなバスが４６万２千円で、ワゴン車が１０８万２千円と思いますが、こ

れ、だから２ケ月分ではないですか。でも、サロンに向かってのこのバス、たいしくん

のワゴン車が動くと思うんですが、この後のお金はどこを見たら載っているんですか、

６月から。 

○東條高齢介護課長 ６月から、地域公共交通の再編に伴う分でございまして、当然、予

約型乗り合いワゴン、一般会計の一般財源でやっていた事業で、それから、今、委員が

おっしゃっておられるサロン送迎ということで、今後、また福祉センターに行く方も送

迎するような、サロン送迎というのを今まで説明させて頂いたんですけど、それにつき

ましては、特別会計の一般介護予防事業の中で組まさせて頂いている事業でございます。 

 以上です。 

○西田委員 たいしくんのお金を６月からは介護のほうで動き出すというのかな。 

○東條高齢介護課長 今のご質問ですけれども、予約型乗り合いワゴンの試行運行という

ことで２６年。２７年の４月から今の形でずっと運行させて頂いているんですけど、そ

れにつきましては、地域公共交通の再編と共に、６月からそのサービスについては停止

ということになりますので、サロン送迎というのは、また違うサービスを立ち上げると

いう理解でお願い致します。 

 以上です。 

○西田委員 それが介護保険のほうのお金に入っているのか。 

○東條高齢介護課長 今のご質問なんですけれども、委員おっしゃっておられる通り、６

月以降にサロン送迎ということで、たいしくん号のシャーシを活用しましての送迎事業

というのは、全く今まで予約型乗り合いワゴンということでやっていたし、これとはま

た別のものという理解をして頂きまして、基本的には福祉センターに今までバスで福祉

センターの送迎バスで通っておられた方で、今の新しい支線交通なり、金剛バスで乗り

継いで行けない方をフォローする為にサロン送迎という集いの場につなぐ事業としまし

て、介護特会の一般介護予防の事業の中で委託費を組まさせて頂いて、事業実施を予定
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しているものでございます。 

○西田委員 そこにデイも社協を中心に動くようなワゴン車になるのですか。だから、買

物支援もそこから動き出すと言っているの。 

○東條高齢介護課長 一定、社協さんとは去年の５月に連携協定を結ばさせて頂きまして、

同じ方向を向いて地域福祉を進めていくという中で、これまでも福祉センターの指定管

理を含めて、生活支援コーディネーターであったりということで、様々な委託のほうも

特命随契といいますか、受けて頂いているところでございます。今回、サロン送迎を立

ち上げるのと共に、福祉センターの送迎バスを活用して、河南町のオークワに行ってい

たお買物ツアーにつきましても無くなるのではないかというようなご意見を多数頂いて

おりまして、それにつきましては、今の乗り合いワゴンのシャーシを活用して、サロン

送迎という事業を立ち上げまして、もっと小さな単位で高齢者交流サロンから、例えば

ですけれども、河南町のオークワに少数で行くようなお買物ツアーというのも計画して

ございます。それにつきましては、今の段階では町がそのサロン送迎の中でお買物ツア

ーというものを中で組み込むのと共に、社協独自で当然、セミナー等の謝礼も持ってお

りますので、協力した体制で出来ればということで今進めております。 

 以上です。 

○西田委員 では、今のたいしくんのワゴン車は乗る所が決まっていて、降りる所、降り

たい所で降りれたではないですか。今度からは、北尻さん家の前とその近所とか、近所

の前にこんなん、それから寿喜菜の会へ行きたかったら使えるとか、そういうふうにサ

ロンは止まってくれると言うたではないですか。それは社協かなんかが電話で受け付け

ることになるの。双方窓口の人件費がどこにあるのかなと思ったのも、みんな介護の方

に出てくるの。 

○東條高齢介護課長 今のご質問で、サロン送迎で当然、ご自宅のご近所からの今の乗り

合ワゴンの停車場を活用しようと思っておるんですけれども、そこから、例えば、北尻

さん家であったり、福祉センターであるというのは当然、予約を社協のほうに委託を考

えておりまして、今のところ。予約を入れて頂いて、それでその予約にのっとった形で

集いの場に帰って頂くというような計画でございます。 

○西田委員 総合窓口が受け付けて判断しますというのも、それも社協にやってもらうん

ですか。 

○東條高齢介護課長 すみません。ちょっと話が色々混ざってしまうと思うんですけど、



－１５５－ 

生活支援と移動支援の相談窓口というものを当然、設けさせて頂くというのをこれまで

説明させて頂いておったんですけど、それにつきましては、役場の高齢介護課の中に、

当然、包括支援センターが直営でやっておりますので、その包括と連動した形で高齢者

の外出が困る方につきましては、うちの課の中に職員を配置しまして、会計年度任用職

員を配置させて頂いて、その相談業務とサロン送迎の委託というのはまた別です。その

相談事業につきましても、生活支援、これも特会になるので、ややこしいんですけれど

も、特別会計の中の生活支援、体制整備事業の予算の中で組まさせて頂いているもので

ございます。 

○西田委員 所謂ワゴン車の予約をして受けてくれる人は、もうその人の声で誰と分かる

ことやったんやけど、そういう人はいなくなる。そういう人は社協の人がそうなの。 

○東條高齢介護課長 基本的にはサロン送迎ということで、サロンをつなぐ分につきまし

ては、当然、社協が窓口になっていますので、社協にオペレーターといいますか、受け

付けをして頂くということで、当然、今、社協ということまで、社協にお願いする予定

ということなんですけれど、それともう一つの、今言っているのは当然、生活支援でお

困りというのはごみ出しでお困りの方も当然そうですし、どこかに行きたいねんけど、

どういう方法があるかなというのとか、当然予約型乗り合いワゴンで今活用されている

方については、どうやって病院、買物に行ったらいいんだろうというご相談を受け付け

る窓口として設置するのが役場の高齢介護課なりで予定してございます。 

○西田委員 他にございませんか。 

○本委員 高齢介護課の所管の介護保険施設整備事業についてお伺いしたいんですが、

一般財源から１２５万円計上している地域密着型介護老人福祉施設整備助成金なんです

けど、これは町内で対象の事業所というのはどのくらいなんですか。 

○東條高齢介護課長 ご質問の介護保険施設整備事業の中の地域密着型の介護老人福祉施

設への助成金ということですけれども、これにつきましては、町内に第６期の計画中な

んですけれども、平成２７年に開設されました、ふくの音さんへの利子補助ということ

で、限度額１２５万円を１０年間ということでの５年目となってございます。 

 以上です。 

○村井委員長 他にございませんか。 

○中村委員 障がい者のことで少しお聞きしたいんですけれども、７１頁になるのかな。

心身障がいというのはこれ、読んで字のごとく、５、６頁かと思うんですけど、先程、
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６００数名ということをお聞きしたいと思うんですけれども、もし分かればですけれど

も、年齢的なものと平均的な年齢のもの、それと男女等々、分かれば教えてもらえませ

んか。 

○松岡福祉課長 今、年齢と男女別等ということでございますけれども、今現在、手元に

ございますのが級別、障がいの等級別の人数に関しましては、資料がございますので、

お答えさせて頂きます。 

 １級が１２０名、２級が５３名、３級が６８名、４級が１５３名、５級が３８名、６

級が３７名、知的障がいが１０８名、精神障がいが１級で７名、２級で５５名、３級で

２５名。年齢は６５歳までということでしか、今、資料はございません。 

○中村委員 年齢、まあまあ１５というようなこと、性別は分かりますか。 

○松岡福祉課長 性別はすみません、今、手元に資料がございませんので、ちょっとお答

えすることが出来ません。 

○中村委員 そしたら、また後程頂けたら助かりますので、よろしくお願いします。 

 これが先程の障がい者等給付金という金額がこの方々に殆ど行くということですか。 

○松岡福祉課長 今、ご質問を頂きましたように、この方々に金額はそれぞれ様々ござい

ますけれども、給付させて頂くということでございます。 

○村井委員長 他にございませんか。 

○西田委員 学校が休校になって、町内の小学校、中学校のことは把握していると思うん

ですが、これはどこが把握しているの。放課後デイサービスとかで行っていた子が行か

れへんようになったとか、支援学校に行ってらっしゃる方もいてますね。そういう方で

臨時休校で親御さんが困っている、子どもさん困っているというような実態はないんで

しょうか。 

○小路子育て支援課長 すみません。先程の質問なんですけれども、放課後デイとか、開

所になっておりますので、ただ今のところ、保護者さんからの分について何かの分で要

望とかは聞いておりません。 

○西田委員 太子町のお子さんも親御さんも何にもなければ、いいと思います。世の中で

はいろんなところで閉鎖したりの中で、お困りの方も多いと聞いていますので、窓口も

設置して、聞き取りもしてくださっていると思うんですけれども、またキャッチして頂

くようお願いします。 

○阪口委員 ９５頁の予防事業ですけれども、国庫支出金、府支出金はこれだけで、殆ど
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一般財源なんですけど、これ、町単独でやっている予防接種というのはどれとどれなん

ですか。 

○松井健康増進課長 町単独で実施しているのがおたふく風邪ワクチン、それとロタウイ

ルス、それと大人の風疹、高齢者のインフルエンザですね。ロタウイルスなんですけれ

ども、令和２年１０月から定期接種に切り替わります。その為、今回、予算計上させて

頂いておりますロタウイルスの予防接種につきましては、９月末まで。それと、その以

降につきましては、乳幼児の予防接種委託料のほうに予算計上をさせて頂いているとい

う形です。 

○阪口委員 随分町独自でもやって頂いているんですけれども、副作用が多いからかな、

子宮頸がんのやつはもうやめてはるんですね。 

○松井健康増進課長 子宮頸がんワクチンにつきましては、実施はしておるんですけれど

も、委員おっしゃいます通り、副作用の関係もございますので、積極的な広報はしてお

らないというのが実情です。 

○村井委員長 他にございませんか。 

○西田委員 ７５頁。これ、改善出来へんから、これでいいとおっしゃるならいいんです

けれども、いきいき交流広場、これ、やっぱり担当職員で草刈りするという認識、これ

からもそうしていくんですか。 

○東條高齢介護課長 クラウンドゴルフ場いきいき広場なんですけれども、それの維持管

理の職員のということですね。基本的には、何回かこちらの場でも話というか、説明さ

せて頂いたように、職員で対応出来る部分については対応させて頂くというような形と、

あとは２階のまちづくり推進部等も協力して頂きまして、公園を管理して頂いている職

員さんに草刈り等を今、現状では行って頂いているところです。 

○西田委員 おっしゃって、なるべく草刈りは担当の仕事とは思えないので、そうしてい

って頂けたらと思います。 

 続いて、老人クラブ活動と社会活動促進事業、ちょっと下だったかな。このことでう

ちが老人会の加入者が少ないということもあって、ちょっとやり方を変えたと思うんで

すが、１年で結果が出るかどうか分かりませんが、老人会の加入者は増えたのかと、そ

れとまた敬老会、どんな感じで喜んでもらえたのか、あるいはそれともうちょっと今年

変えようかなと思っているのか、その点についてお聞かせください。 

○東條高齢介護課長 今、老人クラブへの助成金ということで、今年度に老人福祉費のほ
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うにつきましては、かなり組替えのほうをさせて頂いたと思います。その中で老人クラ

ブへの助成金につきましても、約７０いくらという増額で計上させて頂いて、３１年度、

執行していく訳ですけれども、老人クラブにつきましては、一定、今回の増額分につき

ましては、新加入の会員さんに入って頂こうということで、研修もしくは敬老の集いと

いうものを特に会員さんでない方も来て頂いて、老人クラブへの入り口ということで考

えてございます。 

 金婚式と敬老会の集いということでさせて頂いたことにつきましては、各地域で新た

な集いの場ということで、去年９月に和光会の５ブロックで開催して頂きました。金婚

式を兼ねた敬老の集いということで参加者が２５１人と、町で主催しておりました敬老

会の２倍以上の参加者を書かせて頂きました。また、敬老の集いにつきましては、和光

会による参加者アンケートというのを取って頂きまして、良かった点、悪かった点とい

うのを様々な意見、感想を頂いたんですけれども、その結果、敬老の集いしてよかった

と思われる方がもともとの敬老会のほうがよかったという方の３倍おられまして、一定、

社会福祉協議会さんか事務局の和光会さんとも協議をしておりまして、一定、金婚式に

つきましては、役場で、やっぱりやったほうがいいのではないかというご意見も出てお

りましたので、役場で金婚式のほうはやっていきたいなということと、あと敬老の集い

につきましては、継続して今の５地区、５ブロックで活躍を続けていくとしてございま

す。 

 以上です。 

○西田委員 ７８頁、子どもの医療費助成。ちょっと毎回聞きますが、１回見てください。

高校卒業まで無料がいいんですけど、まあまあ医療費助成を拡充したら、どれぐらいに

なるんでしょうか。 

○子安保険医療課長 只今のご質問は１８歳まで子どもの医療を拡充した場合の費用につ

いてのご質問でございます。従来からこの費用につきましては、７００万円ということ

でお答えさせて頂いております。この７００万円の金額に関しましては、かなり以前か

らこの額でご案内のほうをさせて頂いておりましたが、改めて、昨年、平成３０年度の

決算をベースに再度計算のほうをさせて頂きました。その直近の数字でいきますと、高

校卒業までにかかる新たな費用は７５０万円という内容になってございます。 

 以上でございます。 

○西田委員 それも中学校を当てはめているからそれぐらいかなと思うんですけど、お隣



－１５９－ 

は大学卒業までやってはるから４年間と思ったら、３年で７５０万円だったら、大学卒

業で、それ１千万円要るかなというようなこの計算で合うてますか。 

○子安保険医療課長 今もお答えさせて頂きましたように、高校卒業まで３年間で７５０

万円ということで考えますと、１年当たり２５０万円ということで、大学、２２歳まで

ということであれば、４年ということになりますので、１千万円というのは一定、考え

方としてはあるのかな。ただ、年齢的なこともございますので、若干そこよりかは下が

ってくるのかなというふうには考えられます。 

 以上です。 

○西田委員 国保の滞納している方とかにお電話してくれる人がいてるじゃないですか。

納付してくださいね。それはどこにお金が現れるの。 

○子安保険医療課長 国保のほうで滞納者の方に納付のほうを勧奨して頂くという方のア

ルバイト、これにつきましては、当然、国保の業務ということになりますので、国保の

特別会計中で計上のほうをさせて頂いております。 

○西田委員 ８０頁のその他一般会計の繰出金の内訳を先程おっしゃって頂いたんですが、

その中で特に町独自の減免２００万円、これ、少ないながらもずっと守り続けてくれて

いるではないですか。府の国保統一化になったら、なくさなあかんの。やっぱり、太子

町独自として守り抜いてほしいんですけど、この扱いは今後どうなっていくんでしょう

か。 

○子安保険医療課長 一般会計から繰り出して頂いております町独自減免分の補填２００

万円について、この先ということでご質問頂いております。この分につきましては、国

保のほうで要綱で設けております町独自の減免制度、こちらで減免した際に上限を２０

０万円という形で一般会計から補填して頂いています。先程来、ご質問頂いている中に

もありましたように、現在、３０年度から国保につきましては、大阪府で広域化されて

おります。その広域化の中で府内統一基準というのを運営方針の中で定めて統一に向け

て各団体の市町村で進めている訳ですけれども、その統一基準の中の１つとして、減免

基準の統一というのがございます。本町におきましては、まだこの減免基準につきまし

ては、府の統一基準には合わせておりませんが、完全に統一されます令和６年までには

この分についても統一していく必要がありますので、この統一した暁には、この町独自

減免の一般会計繰入れ２００万円につきましては廃止していきたいと、このように考え

ております。 
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 以上です。 

○西田委員 困っている人がいてるから、この独自減免があると思うんです。これ、府が

そういうふうなのを作ってくれはったら、簡易やけれども、やっぱりこれがなくなった

ら、しんどい方が増えるん違うかなと思いますので、国も府も一緒にしちゃえというの

で、進んでいますけれども、太子町の住民さんが苦しまないように、それは府に要望し

て、かなうものであれば言い続けてもらいたいですし、本当保険料の値上げにつながら

ないようには努力していって頂きたいと思いますので、よろしくお願いします。 

○寺町委員 今、西田委員の関連質問になります子ども医療費の助成の件なんですけれど

も、今、縷々数字を７５０万円なり、あるいは２２歳になれば、１千万円プラスという

ことで１千７５０万円、これを見たら、府支出金とあるんですけれども、これに対して

は府支出金的なものが適用されるんでしょうか。 

○子安保険医療課長 子ども医療に限らず、この福祉医療助成制度につきましては、大阪

府のほうと協力しながら、補助金を頂きながら運営している制度でございます。とりわ

け子ども医療費助成制度に関しましては、府制度としましては、就学前までが府制度の

対象者となっておりますので、その分に関しまして、就学前のお子様に対する助成費、

この分に関しましては２分の１補助がございますが、今、議論になっております高校生、

あるいは２２歳までということのお話がありましたけれど、この方々に対する助成が仮

に増えても府補助金は増えることはない。町単独事業ということになってございます。 

○阪口委員 ９７頁の健康診査事業、集団健診事業というか、この間、がん検診等の無料

化、それか検診の機会を増やして頂いて取り組んで頂いているんですけれども、受診率

はそれに伴って、目標としたものに比べてどのようになっているんでしょうか。頑張っ

ては頂いているとは思うんですけど。 

○松井健康増進課長 各がん検診、ばらばらなんですけれども、まず胃がん検診、今、こ

の現時点で平成３１年度のデータがございませんので、平成３０年度のデータという形

になりますが、胃がん検診につきましては、平成３０年度、胃カメラの検診が増えまし

たので、一気に６６名増えております、５４１名。ただ受診率としては、１０.１％と

いうような形でなっております。ただ太子町の目標が５０.０％と、半数の方が受けて

頂くという非常に高い目標を掲げておりますので、どうしてもそこに届いていないとい

うような形になっています。ちなみに、大腸がん検診であれば１８.５％、子宮がん検

診であれば３１％、乳がん検診であれば３０.４％、肺がん検診であれば１４.２％とな
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る。ここ、この数値をいかにして上げていくか、令和２年度で健康づくりの推進計画、

率の計画が策定されますので、その中でも委員さんに検討して頂きたいと思っておりま

す。よろしくお願い致します。 

○阪口委員 引き続き、受診率も引き上げて頂いて、がん予防を進めていって頂きたいと

いうふうに思います。ただ、近隣市町村では無料化検診で前立腺がんとか、直接あれで

すけど、ピロリ菌の検診とかやっていますけど、本町においては、その辺は今後考慮さ

れるんでしょうか。 

○松井健康増進課長 全く検討しておらないということではなく、本町でも検討のほうは

進めておるんですけれども、まずがん検診自体もリスクというものを考えなくてはいけ

ないというところで、まずがん検診の一番のリスクというのは擬陽性、リスクになりま

す。がんではないんだけれども、がんかなというような疑いのあるような事例が頻発し

て発見されると、ただ精密検査を受けてみると、全くがんではなかったというような、

それの出現率が全身がんの場合は非常に高いというような検討結果を捉えまして、やは

り検診を受けるに当たりましては、それなりの体への負担とかリスクはございますので、

その辺りの自粛と効果を見極めながら、導入のほうを検討していっているというような

状況でございます。 

 なので、今のところ、太子町のほうではそのリスクのほうが、どちらが高いのではな

いかということで、導入のほうは見送っているというような形でございます。 

 また、ピロリ菌につきましては、これはまたがん検診と違いまして、がん検診の場合

はがんが発見されるとそれは直接死につながるというような形。ただ、ピロリ菌の場合

はピロリ菌が原因となる胃がんが発生する可能性があるという段階ですので、ちょっと

一歩二歩引いたような検診になっているということで、こちらのほうも検討はするんで

すけれども、今のところ、導入というようなことには至っていないというところでござ

います。 

○村井委員長 他にございませんか。 

 西田さん、ちょっと待って。まだ質問は続きそうですか。 

○西田委員 うん。 

○村井委員長 ちょっとすみません。では、一旦、ここで暫時休憩させて頂きます。 

午後 ２時０７分 休 憩 
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午後 ２時２５分 再 開 

○村井委員長 それでは、再開致します。 

 質問ございませんか。 

○西田委員 先程、検診の続きなんですが、集団健診を万葉ホールでやって頂いて、沢山

来ているんですけれども、来られた方が万葉ホールだけで済まないじゃないですか。そ

れから保健センターのほうに移るんですけど、私なんかは雨の日に利用したことはない

んですが、一旦外に出るという動線になっているので、そうであるならば、高齢の方も

多いですので、あそこの外の階段に手すりをつけるとか、ちょっと雨よけをつけるとか、

この動線が変わらないのであれば、そういうところも考えられることはありますか。何

かそういった要望なんか耳に入っているのか、ちょっとお聞きしたいんですけど。 

○松井健康増進課長 とくとく健診時に検診車の位置等々、万葉ホールと保健センターの

ほうでして頂くというふうなことで、通路のところは雨よけという話だと思います。晴

れた日はそのまま行って頂くというような形、又、雨が激しい時には庁舎の中を通って、

保健センターのほうに移動して頂くというふうなことで、その都度その都度やり方を変

えながら、適正なやり方でやっているところでございます。また、通路に雨よけをつけ

るということなんでございますけれども、庁舎から観光交流センターに行くところの雨

よけがついているかとは思うんですが、同じように保健センターのほうにもつけること

も可能だと思いますけど、その辺り、他の庁舎管理のほうとまた話をさせて頂くという

ことかと思います。よろしくお願いします。 

○西田委員 ちょっと頭に入れて頂いて、それで緩やかであっても階段があったりするじ

ゃないですか。もともとの階段やったら手すりがあるとか、いろんなバリアフリーの点

では今後つけなあかんところはつけていって頂きたいと思いますので、よろしくお願い

します。 

 それと、これも度々聞いていますが、近大はその後どうなっているのか、もし新しい

情報があれば教えて頂きたいです。 

○松井健康増進課長 以前、お話をさせて頂いた通り、近大につきましては、移転後につ

いても南河内医療圏域の拠点病院の役割を担うということで表明はされておりますし、

大阪府近大病院、大阪狭山市さん、三者協定の中でも表明をされておるところでござい

ます。その後、まだ動きはございません。 

 以上です。 
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○西田委員 ありがとうございます。うち、太子町独自で幼稚園とか保育の無償化に伴っ

て、国が切り捨てた副食費は私達で見ましょうということでしょうが、補助を出してい

るんですけど、貸したお金が出るのかな。それで、それがなかったら、また後程でもい

いんですけれども、この副食費が保護者負担になったことで保育料が上がるん違うかと

いう懸念もあったんですが、うちの住民さんの中で、国が保育無償化と言いながら、保

育料が上がった家庭はありませんでしたか。 

○小路子育て支援課長 無償化になった分につきましては、そちらも上がったということ

はない、なかったということで聞いております。それと、１０月から無償化という形に

なっている、そこの費用を町が助成したということで、提出書類とかいろんな分がある

んですけれども、そちらのほうについては丁寧に保護者と各保育所への説明、周知、啓

発を行ったということなので、問題はなかったと認識しております。それと、非常に経

済的な軽減によって、非常に高齢者のほうから頂いているということで聞いております

ので、よろしくお願いします。 

○西田委員 喜んでもらうんやったら、主食費もつけてもらうとうれしいなと思うのです

が、また今後、考えてください。よろしくお願いします。 

 あと、出産祝い金８０人分やったっけ。取り組んで頂いて、それは１００％ですか。

いろんな検診も１００％目指してと言うけど、なかなか検診の１００％は難しいんでし

ょう。この祝い金を届けるのは１００％出来ていますか。 

○松井健康増進課長 １００％でございます。８０名というのはここ２年間、大体７７名

で推移しておりまして、本年度、今の現段階で大体６７名ぐらいで若干出生数のほうが

減ってきておる状況です。その中での８０名というような予算のほうをつけさせて頂い

ております。配っているのはもう１００％、お渡ししているということでございます。 

○西田委員 相手さんが喜んでもらえるのも１つですけれども、太子町として、子育てが

それ、会えることで今後にどう生かしていっているんですか。 

○松井健康増進課長 私どもが出産祝い品をお渡しするに当たって、こんにちは赤ちゃん

訪問という全数訪問をしております。ここで親御さんと会いながら、例えば何か支援が

必要としていないかであるとか、あと体の関係、生活の関係、いろんなところを相談の

中で聞き取りをしておるというようなところでございます。また、聞き取った内容につ

いて気になることがあれば、子育て支援課を通じて、子家センなり、必要なところにつ

ないでいくというような役割を担っておるところでございます。 



－１６４－ 

○西田委員 町からお祝いをもらった、カタログで選ぶんやけど、こんなんもらったとい

う、喜んでくださっている声も聞いていますので、喜んでもらうのと一緒に事業にもつ

なげていって頂けたらと思います。 

 それと、私から 後ですけれども、妊婦健診助成、これらの町独自のやつももうちょ

っとどこかに一緒に入っているのではなくて、分かりやすくしているほうがいいなと思

うんですけれど、妊婦健診助成制度、満額だったりとか、不妊治療に助成したりとかし

てきて、太子町として妊婦に対する助成は充実してきていると思うんですけど、それプ

ラス、先程やったら、がん検診、考えながらとおっしゃっていましたけど、全国で妊婦

医療費助成というのも増えてきているんですって。そういうことは考えたことあるかな

というのをお尋ねしたいんです。 

○子安保険医療課長 今、ご質問の妊婦に対する医療費の助成ということでございます。

現状におきまして、大阪府内のほうでは、今ご指摘頂きましたように、妊婦の方に対す

る医療費の助成というのはやっている団体はございません。ただ、全国的に見ますと、

岩手県でございますとか、富山県と栃木県、茨城県、新潟県におきまして、県レベルで

実施されておるというようなことは情報としては聞いております。近隣におきましても、

全国的に見ますとまだまだ実施している団体は少ないというところもございますので、

本町と致しましても、この助成の内容、対象者であるとか、どういう形で助成している

かといった情報が全く把握出来ていないような状況でございますので、直ちにこれにつ

いて前向きに検討するとかいうことはなかなか難しいのかなというふうに考えておりま

す。まして、先程、質問の中にもございましたように、健康増進課のほうで様々な妊婦

さんに対する支援もやっておりますので、その辺のところの施策との整理とか、そうい

ったところも必要になるのかなというふうに考えております。 

 以上です。 

○西田委員 私達もまだまだ勉強しようと思っているんですが、国のほうで短くして成育

基本法というのが出来たんですって。それがあって、全国的にも都道府県の段階で妊婦

の医療費助成というところが出てきているようですので、また研究を深めて頂きたいと

思いますので、よろしくお願いします。 

○村井委員長 他にございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○村井委員長 ないようでございますので、健康福祉部関係についての質疑を終わります。 



－１６５－ 

 以上で、本日の審議を終わります。 

 次回は週明け、９日月曜日となっておりますので、よろしくお願い致します。 

 これにて委員会を散会と致します。 

 本日はお疲れ様でございました。 

午後 ２時３４分 散 会 
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